
［
論
文
要
旨
］

165

　

本
稿
の
課
題
は
、
遊
女
が
性
売
買
を
前
面
化
さ
せ
る
鎌
倉
後
期
以
降
、
遊
女
の
主
た
る
活
動
場
所

に
な
っ
た
遊
女
屋
が
、
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
場
所
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
絵
画
史
料
に
見
え
る
遊
女
屋
の
描
か
れ
方
、
お
よ
び
禁

制
に
見
え
る
博
奕
と
の
親
近
性
の
二
点
か
ら
遊
女
屋
を
め
ぐ
る
社
会
観
念
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　

ま
ず
絵
画
史
料
の
分
析
か
ら
、
当
時
の
人
々
は
、
遊
女
た
ち
が
入
口
に
立
っ
て
客
と
の
交
渉
を
行

う
情
景
に
よ
っ
て
遊
女
屋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
入
口
で
の
交
渉
は
、
遊

女
が
容
姿
や
年
齢
に
よ
っ
て
即
座
に
評
価
さ
れ
得
る
「
商
品
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
遊
女

が
性
売
買
を
基
本
的
な
生
業
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
鎌
倉
後
期
以
降
の
歴
史
性
に
立
脚
し
た
現
象
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
遊
女
屋
は
一
六
世
紀
に
な
る
と
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
博

奕
・
博
奕
宿
と
と
も
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
治
安
上
の
懸
念
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
論

じ
る
。
遊
女
屋
で
は
し
ば
し
ば
遊
女
を
め
ぐ
る
闘
諍
が
起
き
て
お
り
、
傍
輩
間
で
起
こ
る
そ
う
し
た

闘
諍
は
、
名
誉
意
識
と
関
わ
る
だ
け
に
遊
女
屋
を
離
れ
た
後
に
も
尾
を
引
く
こ
と
が
多
く
、
共
同
体

内
部
の
人
間
関
係
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
鎌
倉
後
期
以
降
、

遊
女
観
念
が
芸
能
の
提
供
者
か
ら
性
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
と

遊
女
と
の
関
係
が
性
売
買
を
最
終
的
な
目
標
と
す
る
形
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
後
期
以
降
に
お
け
る
遊
女
屋
の
社
会
観
念
は
、
遊
女
の
変
容
を
踏
ま
え
て
形

成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
遊
女
屋
は
、
都
市
的
な
場
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
危
険
な
場
所
と
し
て
、
空

間
的
な
実
体
を
も
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
遊
女
の
活
動
が
遊

女
屋
と
い
う
特
定
の
空
間
に
根
差
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
生
じ
る
変
化
で
あ
ろ
う
。
遊
女

屋
と
い
う
空
間
と
し
て
の
把
握
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
支
配
的
に
な
る
事
で
、
後
の
遊
廓
に
つ
な
が

る
空
間
的
排
除
の
前
提
が
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
遊
女
屋
、
絵
画
史
料
、
博
奕
、
喧
嘩
、
遊
廓

中
世
後
期
の
遊
女
屋
を
め
ぐ
る
社
会
観
念

辻　

浩
和

Social Conceptions about B
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T
SU
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は
じ
め
に

❶
絵
画
史
料
に
お
け
る
遊
女
屋
の
描
か
れ
方

❷
遊
女
屋
の
排
除
を
め
ぐ
っ
て

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

　

筆
者
は
以
前
、
中
世
に
お
け
る
遊
女
の
変
容
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
論

じ
た
。
一
三
世
紀
後
半
に
今
様
流
行
が
終
焉
を
迎
え
る
と
、
遊
女
た
ち
は
生
業
の
主

軸
を
今
様
な
ど
の
芸
能
か
ら
性
売
買
に
移
す
よ
う
に
な
る
。
遊
女
た
ち
は
そ
れ
ま

で
の
本
拠
地
を
離
れ
、
客
の
多
い
京
・
鎌
倉
な
ど
の
大
都
市
で
遊
女
屋
を
経
営
す
る

こ
と
が
増
え
た
と
見
ら
れ
、
こ
れ
以
降
は
遊
女
屋
と
し
て
の
史
料
所
見
が
圧
倒
的
に

多
く
な
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
遊
女
を
め
ぐ
る
社
会
観
念
も
変
化
し
、「
傾
城
」「
好

色
」「
淫
女
」
な
ど
容
色
や
性
売
買
に
関
わ
る
遊
女
呼
称
が
一
般
化
す
る
の
に
加
え

て
、
宗
教
者
を
中
心
に
遊
女
の
性
売
買
を
問
題
視
す
る
言
説
が
増
加
す
る
。
こ
の
よ

う
に
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
、
遊
女
と
客
、
遊
女
と
社
会
と
の
関
係
は
大
き
く
変
化

し
て
い
く

（
（
（

。

　

右
の
よ
う
な
筆
者
の
議
論
は
遊
女
自
身
を
め
ぐ
る
社
会
観
念
を
中
心
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
後
期
以
降
、
遊
女
屋
と
し
て
の
史
料
所
見
が
支
配
的
に
な
る

こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
遊
女
屋
を
め
ぐ
る
社
会
観
念
に
つ
い
て
も
問
う
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
中
世
後
期
の
遊
女
屋
が
ど
の
よ
う
な
場
と
し
て
経
験
さ
れ

て
い
た
の
か
、
遊
女
と
客
と
の
交
流
、
客
と
客
と
の
交
流
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て

い
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
遊
女
屋
が
社
会
的
に
ど
の

よ
う
な
場
所
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

❶
絵
画
史
料
に
お
け
る
遊
女
屋
の
描
か
れ
方

（
一
）
絵
画
史
料
に
見
え
る
遊
女
屋

　

ま
ず
は
遊
女
屋
の
絵
画
史
料
を
見
て
お
き
た
い
。
絵
画
史
料
に
描
か
れ
る
文
物
は

絵
を
観
る
人
々
に
そ
れ
と
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
当
時
の
社
会
観

念
を
少
な
か
ら
ず
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
、
以
下
に
掲

げ
る
諸
図
は
い
ず
れ
も
一
六
世
紀
の
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
共
通
し
た
場
面
が

描
か
れ
る
。

　

明
応
九
～
文
亀
元
年
（
一
五
〇
〇
～
〇
一
）
成
立
の
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

三
一
番
「
つ
し
君
（
辻
子
君
）」
に
は
、
編
笠
・
胴
服
の
男
性
が
遊
女
屋
の
入
口
に

立
ち
、
奥
か
ら
遊
女
た
ち
が
出
て
く
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
（
】。
桂
巻
・

作
眉
・
小
袖
の
女
性
と
、
奥
に
い
る
垂
髪
・
作
眉
・
小
袖
の
女
性
は
遊
女
で
あ
ろ

う
。
最
奥
に
い
る
女
性
は
顔
の
一
部
が
見
え
て
い
る
の
み
だ
が
、
地
眉
で
墨
色
の
頭

巾
を
か
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
不
分
明
だ
が
、
尼
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
画

中
詞
に
は
脱
落
が
あ
る
が
、
尊
経
閣
文
庫
本
な
ど
に
よ
っ
て
補
う
と
以
下
の
よ
う
に

な
ろ
う
。
男
性
が
「
や
上
﨟
」
と
声
を
か
け
る
と
、
右
手
の
遊
女
が
「
い
ら
せ
給
へ
」

と
中
へ
誘
い
、
男
性
が「
ゐ
中
人
に
て
候
」と
尻
込
み
す
る
と
、
左
手
の
女
性
が「
み

し
り
ま
い
ら
せ
て
候
そ
。
い
ら
せ
た
ま
へ
」と
再
び
中
に
招
じ
入
れ
る
。
二
度
も「
い

ら
せ
給
へ
」
と
あ
る
点
に
、
客
を
呼
び
入
れ
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
感
じ
さ
せ
る

描
き
方
で
あ
る

（
（
（

。

図1　『七十一番職人歌合』31番「つし君」，
国文学研究資料館所蔵
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大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
頃
の

景
観
年
代
を
示
す
と
さ
れ
る
歴
博

甲
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
に
は
、

右
隻
第
一
扇
と
左
隻
第
三
扇
に
遊

女
屋
が
描
か
れ
る
。
右
隻
の
場
面

で
は
、
建
物
の
入
口
に
垂
ら
し
た

暖
簾
の
奥
か
ら
垂
髪
・
作
眉
・
小

袖
の
遊
女
が
半
身
を
の
ぞ
か
せ
て

お
り
、
有
髪
・
編
笠
・
胴
服
の
男

性
と
会
話
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。遊
女
屋
の
前
の
路
上
で
は
、

束
髪
・
地
眉
・
小
袖
の
女
性
（
遊

女
あ
る
い
は
下
女
）
が
た
ぶ
さ
髪

の
男
性
の
袖
を
引
い
て
い
る
【
図

（
】。
左
隻
の
場
面
で
は
、
今
小

路
通
り
に
面
し
た
遊
女
屋
入
口
の

暖
簾
の
前
に
垂
髪
・
作
眉
・
小
袖

の
遊
女
が
二
人
立
ち
、
有
髪
・
編

笠
・
胴
服
の
男
性
二
人
と
会
話
を

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
路
上

で
は
丸
髷
・
地
眉
・
小
袖
の
女

性
（
遊
女
あ
る
い
は
下
女
）
が
直

裰
を
着
た
僧
の
袖
を
引
い
て
い
る

【
図

（
（
（（

】。

　

天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
前

後
の
製
作
と
さ
れ
る
太
田
記
念
美

術
館
『
洛
外
名
所
図
屏
風
』
右
隻

図２　歴博甲本『洛中洛外図屏風』右隻第１扇，
国立歴史民俗博物館所蔵

図３　歴博甲本『洛中洛外図屏風』左隻第３扇，
国立歴史民俗博物館所蔵

第
六
扇
に
は
、
京
極
通
り
沿
い
の
二
箇
所
に
遊
女
屋
と
思
わ
れ
る
描
写
が
あ
る
。
ま

ず
四
条
京
極
、
冠
者
殿
社
（
四
条
御
旅
所
）
の
付
近
で
は
、
女
性
が
暖
簾
か
ら
顔
を

の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
ま
た
五
条
の
閻
魔
堂
の
西
側
に
は
、
建
物
の
中
に
座
っ
た
ま
ま

暖
簾
か
ら
顔
を
出
す
女
性
、
男
性
に
抱
き
つ
き
な
が
ら
暖
簾
か
ら
出
て
く
る
女
性
、

尻
込
み
す
る
僧
の
袖
を
引
く
女
性
が
描
か
れ
る

（
（
（

。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
遊
女
屋
の
情

景
と
み
な
し
て
よ
い
と
思
う
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
東
山
名
所
図
屏
風
』
は
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
～

七
〇
）
の
景
観
年
代
を
描
く
と
さ
れ
る
も
の
で
、
右
の
『
洛
外
名
所
図
屏
風
』
と
密

接
な
関
係
を
持
ち
、
第
六
扇
の
同
じ
場
所
に
ほ
ぼ
同
様
の
図
像
が
記
さ
れ
て
い
る
。

四
条
京
極
付
近
の
遊
女
屋
で
は
、
や
は
り
遊
女
が
暖
簾
を
か
き
分
け
て
そ
の
姿
を
見

せ
て
い
る
【
図
（
】。
五
条
京
極
付
近
の
遊
女
屋
で
は
、
暖
簾
か
ら
顔
を
出
す
女
性

は
同
じ
だ
が
、
男
性
に
抱
き
つ
く
遊
女
が
消
え
、
僧
の
袖
を
引
く
遊
女
が
建
物
の
外

に
大
き
く
描
か
れ
る
形
に
変
更
さ
れ
て
い
る
【
図

（
（
（

（
】。

　

天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
頃
製
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
所
蔵

『
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
』
に
は
、
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
辺
り
に
暖
簾
を
か
き
分
け
て

顔
を
見
せ
る
女
性
の
姿
が
あ
り

（
（
（

、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
図
像
と
共
通
す
る
表
現
と
い

え
る
。

　

永
禄
八
年
（
一
五
六
四
）
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
上
杉
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』

左
隻
第
四
・
五
扇
で
は
、
三
軒
並
ん
だ
町
家
の
横
に
「
は
た
け
山
の
つ〔

辻
子
〕し

／
上〔

上
﨟
〕良

」

と
い
う
注
記
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
遊
女
屋
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
場
面

に
は
六
名
の
遊
女
と
思
わ
れ
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
真
ん
中
の

家
の
中
で
化
粧
を
す
る
遊
女
を
除
く
五
名
は
、
い
ず
れ
も
男
性
の
袖
を
引
き
、
男
性

と
会
話
を
し
、
あ
る
い
は
男
性
に
抱
き
つ
く
な
ど
、
い
ず
れ
も
入
口
で
男
性
と
や
り

と
り
す
る
姿
に
描
か
れ
て
い
る
【
図
（
】。
ま
た
左
隻
第
六
扇
に
も
遊
女
屋
と
思
わ

れ
る
場
面
が
あ
り
、
丸
髷
の
女
性
（
遊
女
あ
る
い
は
下
女
）
が
た
ぶ
さ
髪
の
男
性
に

向
か
っ
て
店
の
方
を
指
さ
し
て
い
る
。
奥
の
方
に
は
、
有
髪
・
編
笠
・
胴
服
の
男
性

の
手
を
取
っ
て
屋
内
に
入
っ
て
い
く
垂
髪
・
作
眉
・
小
袖
の
女
性
の
姿
も
見
え
る
【
図
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図４　『東山名所図屏風』第6扇，
国立歴史民俗博物館所蔵

図５　『東山名所図屏風』第6扇，
国立歴史民俗博物館所蔵

図６　上杉本『洛中洛外図屏風』左隻第４・５扇，米沢市（上杉博物館）所蔵

図７　上杉本『洛中洛外図屏風』左隻第６扇，
米沢市（上杉博物館）所蔵

図８　歴博乙本『洛中洛外図屏風』右隻第3扇，
国立歴史民俗博物館所蔵
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7
】。

　

上
杉
本
よ
り
や
や
降
る
時
期
に
描
か
れ
た
歴
博
乙
本
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
右
隻

第
三
扇
に
は
、
六
角
堂
の
東
側
、
東
洞
院
通
り
に
面
し
て
三
軒
ほ
ど
、
遊
女
屋
と
思

わ
れ
る
町
屋
が
建
ち
並
ぶ
。
右
の
二
軒
で
は
、
建
物
内
で
座
っ
た
女
性
と
土
間
に
立

つ
男
性
と
が
会
話
し
て
い
る
点
が
こ
れ
ま
で
の
表
現
と
は
異
な
り
、
ま
た
建
物
の
外

に
立
つ
女
性
も
手
招
き
の
よ
う
な
表
現
が
や
や
不
明
確
に
思
え
る
が
、
左
端
の
一
軒

で
は
暖
簾
か
ら
上
半
身
を
の
ぞ
か
せ
た
遊
女
が
男
性
と
会
話
し
て
お
り
、
こ
れ
は
他

の
遊
女
屋
図
像
と
共
通
す
る
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
遊
女
屋
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
可

能
性
が
高
い

（
7
（

【
図
8
】。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
六
世
紀
に
描
か
れ
た
遊
女
屋
の
図
像
で
は
、
暖
簾
か
ら
顔
を
の

ぞ
か
せ
る
遊
女

（
8
（

、
客
（
特
に
僧
）
の
袖
を
引
く
遊
女

（
（
（

、
男
性
と
向
か
い
合
っ
て
会
話

す
る
遊
女
、
男
性
に
抱
き
着
く
遊
女
な
ど
が
建
物
の
入
口
に
配
さ
れ
て
お
り
、
い
ず

れ
も
よ
く
似
た
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
絵
画
制
作
上
の
参
照
・
引

用
関
係
が
想
定
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
建
物
入
口
に
お
け
る
こ
う
し
た
男
女
の

や
り
取
り
が
、
一
六
世
紀
の
人
々
に
と
っ
て
遊
女
屋
を
示
す
コ
ー
ド
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
男
女
の
や
り
取
り
は
一

体
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
う
し
た
や
り
取
り
が
遊
女
屋
の
表
現
に
な
り

得
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
文
献
史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
こ
の
点
を
考
え
て
み

た
い
。

（
二
）
遊
女
屋
入
口
に
お
け
る
交
渉

①
遊
女
の
価
値
を
決
め
る
も
の

　

当
該
期
の
遊
女
屋
で
の
や
り
取
り
を
う
か
が
う
上
で
重
要
な
史
料
は
、「
蓮
如
上

人
子
守
歌
」
に
記
さ
れ
た
室
町
期
の
千
秋
万
歳
歌
で
あ
る
。
髙
橋
喜
一
・
源
義
春
ら

に
よ
っ
て
浄
照
坊
蔵
本
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
後
藤
紀
彦
、
大
山
喬
平
、
服
藤
早
苗

ら
に
よ
っ
て
校
訂
や
注
釈
が
重
ね
ら
れ
て
き
た

（
（1
（

。
そ
の
内
容
は
、
坊
門
町
の
餅
や
野

菜
に
始
ま
っ
て
、六
角
町
の
魚
介
類
と
祝
い
も
の
、坊
門
町
の
鳥
類
な
ど
、京
の
町
々

で
売
ら
れ
て
い
る
品
物
を
列
挙
す
る
物
尽
く
し
の
歌
謡
で
あ
る
が
、そ
の
後
半
は「
室

町
ヲ
通
レ
バ
、
売
ラ
ウ
売
ル
マ
ヒ
ハ
上
﨟
様
ノ
御
事
カ
」
と
し
て
「
商
品
」
と
し
て

の
遊
女
を
話
題
に
挙
げ
、
客
と
遊
女
と
の
交
渉
風
景
を
詳
し
く
描
く
。

【
史
料
1
】「
蓮
如
上
人
子
守
歌

（
（（
（

」

地
獄
ガ
辻
子シ

カ
ラ
、
加カ

セ世
ガ
辻ヅ

シ子
ヲ
見ミ

ワ
タ渡

シ
、
室ム

ロ
町
ヲ
通ト

ホ
レ
バ
、
売ウ

ラ
ウ
売ウ

ル
マ
ヒ
ハ
上
﨟
様サ

マ
ノ
御
事
カ
。
十
七
八
カ
ラ
廿ハ

タ
チニ

余ア
マ

テ
、
廿
四
五
ノ
上
﨟ラ

ウ
。

茫ボ
ウ

々〳
〵

眉マ
ヒ

ニ
薄ウ

ス
ゲ
シ
ヤ
ウ

化
粧
、
歯ハ

サ
キ先

除ト

ッ
テ
鉄カ

ネ
グ
ロ

漿
黒
。
①
立タ

チ
ニ
立タ

チ
テ
座マ

シ
マ
ス
。
我
等
ガ
様ヤ

ウ

ナ
ル
術ズ

ツ
ナ
シ無

、
綿ワ

タ
モ
入イ

ラ
ヌ
素ス

素ヽワ
ウ襖

、
責セ

メ
ヒ
ボ紐

ニ
着キ

為ナ

イ
テ
、
小コ

モ
ン紋

ノ
十
徳
、
上ウ

ヘ

ニ
ソ
ッ
ト
着キ

装ソ
ウ

テ
、
杉ス

ギ
ナ
リ形

ノ
笠カ

サ
ヲ
バ
、
深フ

カ
々〴

〵
ト
着キ

装ソ
ウ

テ
、
吹フ

ケ
ド
吹フ

カ
ネ
ド
、
尺

八
腰コ

シ
ニ
突ツ

イ
サ差

シ
、
上
﨟
様サ

マ
ノ
御
側ソ

バ
ヲ
、
ヨ
シ
〳
〵
ト
、
通ト

ヲ
タ
。
②
ソ
ノ
時ト

キ
ニ

御
上
﨟
、
袂タ

モ
トヲ

ジ
ッ
ト
留ト

ド
メ
テ
、「
御
ト
マ
リ
ア
レ
ヤ
殿
」
ト
テ
、
靨ヱ

ク
ボハ

潮シ
ホ

ニ

余ア
マ

ッ
タ
。
料
足
ノ
一
文
、
片カ

タ
ワ
レ割

モ
持モ

タ
ネ
ド
、
男ヲ

ト
コノ

義ギ

リ理
ナ
レ
バ
、
先マ

ヅ
御
名

ヲ
問ト

フ
タ
。「
此コ

レ
ナ
ル
上
﨟
ノ
名ナ

ヲ
バ
何ナ

ニ
ト
申
候
」。「
初ハ

ツ
ハ
ナ花

ト
申
候
」。「
春ハ

ル
ノ
初ハ

ジ
メ

ニ
面ヲ

モ
シ
ロ白

シ
ヤ
初ハ

ツ
ハ
ナ花

。
此コ

レ
ナ
ル
御
上
﨟
ノ
名ナ

ヲ
バ
何ナ

ニ
ト
申
候
」。「
新

ア
タ
ラ
シ殿

ト
申
候
」。

③
新

ア
タ
ラ
シ殿

ト
聞
ヨ
リ
、
今イ

マ
イ
デ出

ト
思
テ
、
ソ
ト
寄ヨ

テ
ミ
タ
レ
バ
、
御
名ナ

ハ
新ア

タ
ラシ

、
御

顔カ
ホ

ハ
古フ

ル
ウ
御
リ
ア
ル
。
④
「
サ
モ
ア
レ
、
如イ

カ
ホ
ド

何
程
ノ
御
出
ゾ
」。「
例レ

イ
シ
キ式

候サ
フ
ラ
フ」。

「
例レ

イ
シ
キ式

ノ
事
ト
ハ
、
一
筋ス

ヂ
（
百
文
）
ノ
御
事
カ
。
思オ

モ
ヒモ

寄ヨ

ラ
ヌ
事
ナ
リ
」。「
其ソ

レ
然サ

モ
候
ズ
バ
、
法ホ

ウ
ラ
ク楽

ノ
御
連
歌
」。「
〳
〵
ト
ハ
、
五
十
文
ノ
御
事
カ
。
思オ

モ
ヒ

モ
寄ヨ

ラ
ヌ
事
カ
ヤ
」。「
其ソ

レ
然サ

モ
候
ズ
バ
、伊
勢
ヘ
ノ
御
参マ

ヒ
リ
」。「
〳
〵
ト
ハ
、

ミ（
三
十
文
（

ワ
タ
リ
ノ
御
事
カ
ヤ
。
思オ

モ
ヒモ

寄ヨ

ラ
ヌ
事
ナ
リ
」。「
其ソ

レ
然サ

モ
候
ズ
バ
、
大

名
ノ
御
門カ

ド
」。「
〳
〵
ト
ハ
、
五（

御
門
（文

ノ
事
カ
ヤ
。
思オ

モ
ヒモ

寄ヨ

ラ
ヌ
事
ナ
リ
」。「
其ソ

レ
然サ

モ
候
ズ
バ
、
御
寺
様サ

マ
ノ
御
門カ

ド
」。「
〳
〵
ト
ハ
、
三（

山
門
（文

ノ
事
カ
ヤ
。
時
々

ノ
商

ア
キ
ナ
ヒニ

悪ア
シ

カ
ル
ヲ
選エ

ラ
シ
メ
〳
〵
」。

　

こ
こ
か
ら
は
ま
ず
、
遊
女
屋
の
遊
女
た
ち
は
路
上
に
並
び
立
っ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
（
①
）。
彼
女
た
ち
は
道
行
く
客
の
袖
を
引
い
て
勧
誘
す
る
（
②
）。
こ
れ
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ら
の
情
景
は
、
前
節
で
み
た
絵
画
史
料
の
情
景
と
よ
く
一
致
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で

交
わ
さ
れ
る
会
話
の
中
身
は
、
値
段
交
渉
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
④
以
降
）。
そ
の
際
、

客
側
の
判
断
基
準
が
遊
女
の
容
姿
や
年
齢
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
③
）。

こ
の
点
は
【
史
料
（
】
と
も
関
わ
る
の
で
後
述
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
情
景
は
い
つ
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
京
の
町
」
あ
る
い
は
「
売
物
」

と
呼
ば
れ
た
こ
の
千
秋
万
歳
歌
が
上
演
さ
れ
た
記
録
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
『
証

如
上
人
日
記
』
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
正
月
七
日
条
、『
言
継
卿
記
』
天
正
四
年

（
一
五
七
六
）
正
月
八
日
条
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
管
見
の
限
り
で
は
『
経
覚

私
要
抄
』
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
七
月
一
六
・
一
八
日
条
に
囃
子
物
な
ど
の
諸
芸

能
と
並
ん
で
「
売
物
」「
色
々
ノ
売
物
」
と
あ
る
の
が
最
も
早
い
。
浄
照
坊
蔵
本
の

書
写
年
代
が
一
五
世
紀
末
と
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
一
五
世
紀
半
ば
頃

の
情
景
を
描
い
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

【
史
料
2
】『
玉
塵
抄

（
（1
（

』
巻
三
八

法
花
ノ
安
楽
行
品
ニ
衒
売
女
色
ト
ア
リ
。
衒
ト
云
ハ
、
テ
ラ
ウ
ト
ヨ
ム
ゾ
。

①
傾
城
ガ
マ（

眉
鉄
漿
（

イ
カ
ネ
シ
テ
、市
町
ノ
戸
ノ
ワ
キ
、帳
・
カ（

掛

莚

（

ケ
ム
シ
ロ
ノ
ワ
キ
カ
ラ
、

半
面
ダ（

出
（イ

テ
ホ
ノ
ミ
セ
テ
、
②
ヨ（

装

（

ソ
ヲ
イ
ヲ
シ
テ
人
ヲ
タ
ラ
シ
、
バ（

化
（カ

サ
ウ
ド

テ
、
バ（

化
（カ

ス
事
ヲ
衒
ト
云
ゾ
。
眩
ハ
字
カ
チ
カ
ヲ
タ
カ
ゾ
。
衒
ハ
ケ（

化
粧
（

ワ
イ
ヲ

シ
テ
吾
ト
ミ（

見
目
（メ

ヨ
イ
者
ト
マ（

慢
（ン

ジ
テ
ホ（

誇
（コ

ツ
テ
、
人
ヲ
バ（

化
（カ

イ
テ
、
ケ（

化
粧
（

ワ
イ

ヲ
媒
ニ
シ
タ
事
ゾ
。
③
商
買
人
ハ
、
ワ
ル
イ
物
ヲ
、
毛
ヲ
吹
、
ホ（

埃

（

コ
リ
ヲ
タ（

叩
（ヽ

キ
ハ（

払
（ラ

ウ
テ
、
シ（

仕
立
（

タ
テ
ヲ
ヨ（

良
（ウ

シ
テ
、
高
ウ
売
ト
ス
ル
ゾ
。
ケ
イ
セ
イ
セ〔

衍
カ
〕イ

ケ（
化
粧
（

ワ
イ
ヲ
ス
ル
モ
同
心
ゾ
。
ソ
ノ
ヤ
ウ
ナ
ワ
ザ
ヲ
、
タ（

戯

（

ワ
ブ
レ
ニ
モ
市
町
ノ

ア
タ
リ
ニ
イ
テ
ハ
、
ミ
ル
ワ
ザ
ヲ
ス
ル
者
ナ
リ
。

　

右
に
挙
げ
た『
玉
塵
抄
』は
、臨
済
僧
惟い

こ
う
み
ょ
う
あ
ん

高
妙
安
に
よ
っ
て
永
禄
六
年（
一
五
六
三
）

に
成
立
し
た
抄
物
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
遊
女
が
遊
女
屋
の
暖
簾
か
ら
顔
を
出

す
行
為
は
、
当
時
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
（
①
）、
そ
の
目
的
は
顔
を

客
に
見
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
（
②
）、
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
遊
女
の
化
粧
が

商
品
価
値
を
高
め
る
商
人
の
努
力
に
例
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
（
③
）、
遊
女
の
容
姿
が

評
価
基
準
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
や
り
取
り
の
歴
史
性
を
考

え
る
上
で
重
要
だ
と
思
う
。

　

鎌
倉
期
以
前
に
も
、
遊
女
や
遊
女
周
辺
の
人
々
に
よ
る
客
引
き
が
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
淀
川
で
営
業
す
る
遊
女
は
往
来
の
船
に
近
づ
い
て
交
渉
す

る
が
、
そ
の
際
に
は
「
鞆と

も
取と

り
、
口
峻は

げ
し
く
、
挟き

ょ
う
ぼ母

、
詞こ

と
ば狎な

れ
た
り
」（『
和
泉
往
来

（
（1
（

』

四
月
往
状
）と
あ
る
よ
う
に
従
女
た
ち
が
客
と
の
交
渉
に
当
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、

街
道
筋
で
営
業
す
る
傀く

ぐ

つ
儡
子
た
ち
も
「
傀
儡
子
の
群
至
り
て
、
行
き
行
く
を
妨
ぐ
」

（『
本
朝
無
題
詩

（
（1
（

』
巻
二
「
傀
儡
子
」、
藤
原
基
俊
）
と
あ
る
よ
う
に
、
旅
人
た
ち
の

往
来
を
妨
げ
る
よ
う
な
営
業
を
行
っ
て
い
た
。
川
や
街
道
を
往
来
す
る
旅
人
を
客
と

す
る
場
合
、
客
引
き
は
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
史

料
は
僅
少
で
地
方
で
の
事
例
に
偏
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
史
料
の
書
き
手
で
あ
る

京
都
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
は
、
遊
女
を
特
徴
づ
け
る
場
面
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
の
時
期
の
京
都
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
遊
女
は
津
泊
・
街
道
沿
い
の
本
拠
地
か

ら
京
都
に
出
か
け
て
く
る
存
在
で
あ
り
、
貴
族
側
か
ら
招
く
に
せ
よ
、
遊
女
側
が
勝

手
に
推
参
す
る
に
せ
よ
、
移
動
す
る
の
は
遊
女
で
あ
る
。
客
の
移
動
を
前
提
と
し
た

客
引
き
は
、
地
方
下
向
の
際
に
目
に
す
る
程
度
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

鎌
倉
期
以
前
の
遊
女
は
む
し
ろ
、
歌
謡
の
場
面
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
お
そ
ら
く
、
遊
女
の
評
価
基
準
と
関
わ
る
。
以
前
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鎌
倉
中

期
以
前
の
遊
女
は
、
容
色
と
芸
能
の
両
方
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た

（
（1
（

。
こ
の
場
合
、
遊

女
の
評
価
を
定
め
る
た
め
に
は
遊
女
を
座
敷
に
呼
ん
で
か
ら
和
歌
を
詠
ま
せ
、
あ
る

い
は
歌
わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
舟
上
で
の
交
渉
な
ど
で
は
遊
女
が
歌
っ
て
み
せ

る
こ
と
も
あ
っ
た
が

（
（1
（

、
殆
ど
の
場
合
は
遊
女
を
あ
ら
か
じ
め
招
く
の
で
あ
り
、
優
れ

た
遊
女
と
出
会
う
た
め
に
は
、
人
脈
を
介
し
て
評
判
の
い
い
遊
女
を
呼
ぶ
こ
と
が
肝

要
で
あ
っ
た
。
遊
女
側
か
ら
推
参
す
る
場
合
に
も
邸
宅
内
に
招
き
入
れ
て
歌
わ
せ
る

こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祗
王
」
で
見
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参
を
許
さ
れ
た
仏
御
前
は
、
声
を
聞
く
た
め
に
今
様
を
歌
う
よ
う
求
め
ら
れ
る
。

　

芸
能
を
視
聴
し
た
後
で
な
け
れ
ば
遊
女
の
価
値
が
定
ま
ら
な
い
た
め
、
鎌
倉
期
以

前
の
史
料
で
は
事
前
に
価
格
交
渉
を
し
て
い
る
例
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
む
し

ろ
、
そ
の
芸
の
出
来
に
よ
っ
て
纒て

ん
と
う頭

（
報
酬
）
が
増
減
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ

た
（
（1
（

。
明
確
に
事
前
交
渉
を
し
て
い
る
の
は
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
六
︱
五
四
九
の

場
合
で
あ
る
。
遊
女
の
家
に
宿
泊
し
た
鋳
物
師
（
実
は
山
伏
）
が
夜
中
に
遊
女
の
部

屋
に
行
っ
て
性
売
買
を
持
ち
か
け
、
釜
を
一
つ
鋳
造
す
る
と
い
う
条
件
で
交
渉
が
成

立
す
る
。
こ
の
事
例
は
性
売
買
の
み
を
行
っ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
鎌
倉
期
以

前
の
遊
女
史
料
の
中
で
は
や
や
特
異
で
あ
る
。
芸
能
の
視
聴
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い

か
ら
こ
そ
、
事
前
交
渉
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
事
例
で
は
交
渉

を
持
ち
か
け
る
の
が
客
側
で
あ
り
、
選
択
権
は
遊
女
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
戦
国

期
の
史
料
と
は
相
違
し
て
い
る
。

　

一
方
、
鎌
倉
後
期
以
降
に
遊
女
の
芸
能
性
が
減
退
し
性
売
買
が
前
面
化
す
る
と
、

遊
女
は
地
方
に
本
拠
地
を
置
い
た
ま
ま
都
市
の
貴
族
た
ち
の
と
こ
ろ
に
出
か
け
て
い

く
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
改
め
、
都
市
の
遊
女
屋
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
る

（
（1
（

。
貴
族

や
武
士
の
邸
宅
に
招
か
れ
る
例
も
引
き
続
き
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
客
の

側
が
遊
女
屋
を
訪
れ
て
遊
ぶ
こ
と
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
状
況
で
不
特

定
多
数
の
客
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
客
引
き
が
有
効
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
都
市

で
も
遊
女
の
客
引
き
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
史
料
に
そ
う
し
た
姿
が
残
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
容
姿
の
み
に
よ
っ
て
遊
女
を
評
価
す
る
こ
と
が
主
流

に
な
っ
て
い
く

（
（1
（

。
容
姿
の
み
に
よ
る
評
価
は
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
可
否
が
定
ま
る
点
に

特
徴
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
客
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
そ
の
場
で
交
渉
が
不

成
立
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
、
客
側
が
遊
女
を
選
ぶ
と
い
う
意
識
の
強
化
に
つ
な

が
っ
て
い
く
。
例
え
ば
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
三
一
番
「
た（

立
君
（

ち
君
」
で
は
、
男
が

「
よ
く
見
申
さ
ん
」
と
松
明
を
掲
げ
て
立
君
（
遊
女
）
の
顔
を
覗
き
込
み
、
立
君
た

ち
は
「
け
し
か
ら
ず
や
」「
す
は
御
覧
ぜ
よ
」
と
応
じ
て
い
る
。
そ
の
容
姿
に
満
足

し
た
男
は
、「
清
水
に
て
い
ら
せ
給
へ
」
と
し
て
交
渉
成
立
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る

【
図

（
11
（

（
】。
こ
う
し
て
遊
女
た
ち
は
、
そ
の
容
姿
や
年
齢
と
価
格
と
を
比
較
し
た
上
で

客
か
ら
選
ば
れ
る
「
商
品
」
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
。【
史
料
（
】
が
商
品

の
羅
列
の
中
に
遊
女
を
織
り
込
み
、【
史
料
（
】
が
遊
女
の
化
粧
を
商
品
の
比
喩
で

語
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
識
の
あ
り
よ
う
を
反
映
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
中
世
後
期
遊
女
屋
の
遊
女
た
ち
が
店
の
前
に
立
ち
並

ん
で
顔
を
見
せ
、
客
と
の
交
渉
を
行
う
の
は
、
遊
女
が
性
売
買
を
基
本
的
な
生
業
と

し
、
都
市
の
遊
女
屋
を
主
た
る
営
業
場
所
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
鎌
倉
後
期
以
降
の

歴
史
性
に
立
脚
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
都
市
を
行
き
か
う
不
特
定
多

数
の
男
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
点
で
、
こ
う
し
た
営
業
方
法
は
都
市
的
な
も

の
で
あ
り
、
都
市
風
俗
図
に
描
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
情
景
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
1（
（

。

図９　『七十一番職人歌合』31番「たち君」，
国文学研究資料館所蔵
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②
遊
女
と
価
格
交
渉

　

遊
女
屋
入
口
で
の
や
り
取
り
に
関
し
て
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
遊

女
自
身
が
価
格
に
関
す
る
決
定
権
を
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。【
史
料
（
】
の
遊
女

は
客
と
の
交
渉
に
際
し
、
自
ら
の
判
断
で
値
を
下
げ
て
い
く
。
中
世
遊
女
の
特
徴
は

遊
女
自
身
が
経
営
権
を
持
っ
て
い
た
点
に
あ
っ
た
が
、
一
五
世
紀
後
半
か
ら
一
六
世

紀
に
か
け
て
は
、
遊
女
屋
の
経
営
者
が
男
性
に
変
わ
り
、
排
他
的
な
遊
女
集
団
が
崩

壊
し
て
集
団
外
の
女
性
が
遊
女
に
な
る
な
ど
、
中
世
的
な
遊
女
の
あ
り
よ
う
が
変
容

し
、
遊
女
が
被
使
役
者
に
な
っ
て
い
く
時
期
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
11
（

。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
六
世
紀
に
お
い
て
遊
女
屋
の
遊
女
た
ち
が
価
格
交
渉
の
決
定
権
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
手
掛
か
り
に
な
る

の
は
、
近
世
初
期
の
咄
本
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
の
記
事
で
あ
る
。

【
史
料
3
】『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語

（
11
（

』
下
三
七
（
通
番
一
八
〇
）

あ
る
出
家
お
も
ひ
よ
ら
ず
、
け
い
せ
い
町
を
と
を
れ
ば
、
や
が
て
こ
ろ
も
の

袖
を
ひ
か
れ
、
ぜ
ひ
に
お
よ
ば
ず
、
①
し
う
げ
ん
を
つ
と
め
て
、
出
さ
ま
に
、

ふ
せ
に
取
た
る
物
を
、「
こ
れ
し
き
な
れ
共
」
と
い
へ
ば
、
②
け
い
せ
い
是
を

見
て
、「
い
や
〳
〵
、
け
ふ
は
我
等
の
お
や
の
日
に
て
候
ほ
ど
に
、
そ
れ
ま

で
も
御
座
る
ま
い
」
と
て
返
し
け
れ
ば
、
出
家
聞
て
、「
そ
れ
は
な
に
よ
り
の

御
心
ざ
し
、
あ
り
が
た
う
候
。
さ
あ
ら
ば
け
さ
を
か
け
て
い
た
さ
う
も
の
を
」

と
い
は
れ
た
。

　【
史
料
4
】『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
下
五
四
（
通
番
一
九
七
）

あ
る
出
家
、
け
い
せ
い
町
を
と
を
る
。
長
老
の
袖
に
と
り
つ
く
。「
是
は
な
に

事
ぞ
。
ぐ
そ
う
は
是
五
つ
や
六
つ
よ
り
仏
の
た
い
に
身
を
な
し
て
、
女
人
の

手
か
ら
物
を
も
と
り
か
は
さ
ぬ
に
、
は
な
し
給
へ
」
と
あ
ら
け
な
く
申
さ
れ

け
る
。
け
い
せ
い
聞
て
、「
御
尤
に
て
候
。
さ
り
な
が
ら
む
り
な
る
事
は
申
ま

い
。
先
御
出
家
は
わ
か
衆
を
も
ち
い
給
ふ
よ
し
、
き
ゝ
を
よ
び
て
候
。
我
等

も
お
に
や
け
を
御
よ
う
に
た
ち
申
べ
し
」
と
云
。
①
ば
う
ず
聞
て
、「
そ
れ
は

み
ゝ
よ
り
に
候
。
さ
て
御
ふ
せ
は
い
か
ほ
ど
ぞ
」
と
と
へ
ば
、
②
「
其
事
に
て

候
。
お
も
て
む
き
は
わ
れ
〳
〵
も
す
き
の
み
ち
に
て
候
へ
ば
、
い
か
や
う
に

も
御
意
次
第
に
て
候
。
か
ら
め
で
は
む
り
に
た
し
な
み
申
ゆ
へ
、
ち
と
か
う

ぢ
き
に
御
座
候
」
と
い
ふ
。
坊
主
の
い
は
く
、「
御
ら
ん
じ
候
ご
と
く
、
ひ
ん

そ
う
と
申
、
老
た
い
と
い
ひ
、
か
ら
め
で
の
な
ん
所
、
ぶ
あ
ん
な
い
に
て
は
、

中
〳
〵
か
な
い
申
ま
じ
。
た
ゞ
大
手
に
て
一
や
り
参
ら
ふ
」
と
て
や
が
て
も

の
せ
ら
れ
た
。

　　
【
史
料
（
】
で
は
、
事
前
交
渉
で
は
な
く
、
事
後
に
な
っ
て
支
払
い
に
つ
い
て
の

や
り
取
り
が
な
さ
れ
る
（
①
）。
そ
の
際
、
遊
女
は
自
分
の
親
の
命
日
で
あ
る
と
い

う
個
人
的
な
理
由
で
、
報
酬
の
受
取
を
断
っ
て
い
る
（
②
）。
一
方
【
史
料
（
】
で

は
事
前
に
価
格
交
渉
が
な
さ
れ
て
お
り
（
①
）、
遊
女
は
性
的
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に

よ
っ
て
価
格
が
変
わ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
膣
性
交
の
対
価
は

客
の
意
向
次
第
で
あ
る
の
に
対
し
、
肛
門
性
交
を
行
う
場
合
に
は
値
段
が
高
く
な
る

と
い
う
（
②
）。
両
事
例
間
で
の
支
払
い
方
法
の
違
い
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
遊
女
屋
で
の
支
払
額
が
定
め
ら
れ
て

お
ら
ず
、客
の
意
向
や
遊
女
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
き

の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
の
成
立
は
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
四
四
）
頃
と
さ
れ
る
。

遊
廓
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
も
一
六
世
紀
と
同
様
の
事
態
が
続
い
て
い
る

と
す
れ
ば
、
遊
女
に
よ
る
価
格
決
定
は
中
世
的
な
遊
女
の
経
営
権
に
由
来
す
る
も
の

と
見
る
よ
り
も
、
近
世
的
な
遊
女
屋
経
営
の
も
と
で
の
過
渡
的
な
現
象
と
見
た
方
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
揚
げ
代
が
固
定
的
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
ま
で
は
、
現
場
で
相
対
の
価
格
交
渉
が
行
わ
れ
て
お
り
、
個
々
の
遊
女
に
一
定
の

裁
量
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
咄
本
が
ど
の
程
度
当
時
の
実

態
を
反
映
し
て
い
る
の
か
を
含
め
、
一
七
世
紀
の
遊
女
屋
を
め
ぐ
る
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
近
世
史
か
ら
の
ご
教
示
を
乞
う
。
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③
入
口
に
お
け
る
交
渉
の
一
般
性

　

な
お
、
遊
女
屋
で
は
性
売
買
の
み
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
個
人
、
あ

る
い
は
集
団
の
客
に
よ
る
酒
宴
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
場
合
の
手
続
き
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
次
の
史
料
か
ら
推
測
す
る
限
り
で
は
、
必
ず
し
も
遊
女
屋
入
口

で
の
交
渉
に
よ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
5
】『
猿
源
氏
草
紙

（
11
（

』

①
南
阿
弥
は
ま
づ
、
蛍
火
が
も
と
へ
行
き
け
れ
ば
、
亭
主
出
あ
ひ
て
、「
何
と
て
此

程
は
、
久
し
く
御
た
づ
ね
も
な
さ
れ
候
は
ぬ
ぞ
や
。
た
ゞ
今
は
、
い
づ
く
へ
の
御
通

り
候
や
。
さ
だ
め
て
御
道
違
ひ
な
ら
ん
」
と
、
た
は
ぶ
れ
つ
ゝ
、
は
や
若
き
女
房
、

十
人
ば
か
り
い
だ
し
、
盃
を
ひ
か
へ
、（
中
略
）
か
の
に
せ
宇
都
宮
、
馬
よ
り
ゆ
ら

り
と
下
り
て
、（
中
略
）
馬
引
き
寄
せ
て
乗
ら
ん
と
せ
し
處
に
、
②
蛍
火
、
薄
雲
、

春
雨
と
て
、
そ
の
ほ
か
の
遊
君
十
人
ば
か
り
立
ち
出
て
、「
い
か
に
や
〳
〵
、
情
な

く
も
、
ま
の
あ
た
り
を
通
ら
せ
給
ふ
と
て
、
う
ち
過
ぎ
ん
と
し
給
ふ
ぞ
や
」
と
い
ひ

て
、
袂
に
す
が
り
つ
ゝ
、
座
敷
へ
手
を
ひ
か
れ
、
心
な
ら
ぬ
風
情
に
て
、
座
敷
へ
入

り
に
け
り
。（
中
略
）
さ
て
あ
る
じ
は
、蒔
絵
の
盤
に
こ
う
ろ
ぎ
の
盃
を
す
へ
て
、「
い

か
に
や
宇
都
宮
殿
、
ひ
と
つ
き
こ
し
め
さ
れ
て
、
③
誰
に
も
御
心
ざ
し
有
方
へ
、
さ

し
給
へ
」
と
申
け
れ
ば
、（
後
略
）

　

右
の
史
料
は
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
前
後
の
成
立
と
さ
れ
る
お
伽
草
紙
で
あ

り
、
鰯
売
の
猿
源
氏
が
遊
女
蛍け

い
か火

へ
の
想
い
を
遂
げ
る
べ
く
、
舅
の
南な

あ

み
阿
弥
の
助
力

を
得
て
大
名
宇
都
宮
殿
を
詐
称
し
、
遊
女
屋
に
入
り
込
む
場
面
で
あ
る
。
下
準
備
に

遊
女
屋
を
訪
れ
た
南
阿
弥
は
、
既
に
こ
の
遊
女
屋
と
顔
な
じ
み
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

す
ぐ
に
亭
主
と
対
面
し
、
複
数
の
遊
女
が
饗
応
に
供
さ
れ
て
い
る
（
①
）。
一
方
、

初
め
て
遊
女
屋
を
訪
れ
た
大
名
宇
都
宮
殿
（
実
は
猿
源
氏
）
は
、
多
数
の
遊
女
た
ち

に
囲
ま
れ
、
手
を
引
か
れ
て
座
敷
に
通
さ
れ
た
（
②
）。
つ
ま
り
顔
な
じ
み
の
者
や
、

大
口
の
客
な
ど
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
入
口
で
の
個
別
交
渉
を
行
わ
ず
、
ま
ず
座
敷

に
通
し
て
複
数
の
遊
女
で
饗
応
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
酒
宴
の
場
で
複
数
の
遊
女
の
中
か
ら
「
思
ひ
差
し
」

な
ど
の
方
法
で
相
手
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
（
③
、
後
述
す
る
）。
こ
の
よ
う
に
、
遊

女
屋
で
遊
ぶ
者
は
必
ず
し
も
全
員
が
入
口
で
の
交
渉
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
方
法
は
建
物
の
内
部
で
行
わ
れ
る
た
め
に
、
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と

は
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

入
口
で
の
や
り
取
り
の
方
が
街
を
い
く
人
々
の
目
に
留
ま
り
や
す
か
っ
た
た
め
、

絵
師
が
遊
女
屋
を
描
く
場
合
に
も
入
口
で
の
交
渉
場
面
が
選
択
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
世
宗
二
年
（
一
四
二
〇
）、
朝
鮮
の
宋
希
璟
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
老
松

堂
日
本
行
録
』
や
、
成
化
七
年
（
一
四
七
一
）、
朝
鮮
の
申
叔
舟
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
『
海
東
諸
国
紀
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
史
料
6
】『
老
松
堂
日
本
行
録

（
11
（

』「
日
本
奇
事
」

日
本
之
俗
、
女
倍
二
於
男
一
。
故
至
二
於
路
店
一
、
遊
女
迨
レ
半
。
其
淫
風
大
行
、

店
女
見
二
行
路
之
人
一
、
則
出
二
於
路
一
而
請
レ
宿
。
請
而
不
レ
得
、
則
執
レ
衣
而

入
レ
店
。
受
二
其
銭
一
、
則
雖
レ
昼
従
焉
。

【
史
料
7
】『
海
東
諸
国
紀

（
11
（

』「
日
本
国
紀
」
国
俗

富
人
取
二
女
人
之
無
レ
帰
者
一
、
給
二
衣
食
一
容
二
飾
之
一
、
号
為
二
傾
城
一
、
引
二
過

客
一
、
留
レ
宿
、
饋
二
酒
食
一
、
収
二
直
銭
一
。

　
宋
希
璟
は
世
宗
二
年
、
申
叔
舟
は
世
宗
二
五
年
（
一
四
四
三
）
に
来
日
し
て
京
を
訪

れ
て
お
り
、
右
の
記
述
は
そ
の
時
の
見
聞
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
入
口
で
の

や
り
取
り
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
も
目
に
つ
き
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

飾
り
立
て
た
遊
女
た
ち
が
客
を
引
き
と
ど
め
る
情
景
は
、
そ
の
視
覚
性
ゆ
え
に
、
中

世
後
期
の
遊
女
屋
を
特
徴
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。　
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❷
遊
女
屋
の
排
除
を
め
ぐ
っ
て

（
一
）
遊
女
屋
と
博
奕
の
排
除

　

遊
女
屋
が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
場
所
と
考
え
ら
れ
て
た
の
か
を
知
る
上
で
興
味

深
い
の
は
、
博
奕
と
と
も
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

【
史
料
8
】『
大
乗
院
御
門
跡
御
文
庫
古
文
書
写

（
11
（

』
四
三
号

制
札
、
当大

乗
院
家

門
跡
御
領
内
鵲
郷
御
再
興

付
掟
旨
事
。（
中
略
）

一
、
於
二
彼
郷
内
一
、
博
奕
并
女
屋
事
一
切
被
二
停
止
一
畢
。
縦万

一
令
其
沙
汰
者

雖
レ
為
二
借
宿、

一
、

於
二
見
隠
体
一
者
、
隣
三
間
厳
重
可
レ
被
レ
加処
二
成
敗
一
事
。

【
史
料
9
】「
衆
議
定
書
案
」（『
今
堀
日
吉
神
社
文
書

（
11
（

』
三
七
二
号
）

定
条
々
掟
之
事

一
、
於
二
諸
堂
・
宮
・
庵
室
一
、
バ
ク
チ
諸
勝
負
堅

く
禁
制
也
。

一
、
於
二
ハ
ク
チ
ノ
宿
并
ケ
イ
せ
イ
ノ
宿
一
者
、
任
二
先
規
掟
ノ
旨
一
、
不
レ
可

レ
為
二
同
座
一
也
。

　
　
（
中
略
）
右
、
依
二
衆
儀
一
、
定
所
如
レ
件
。

　
　
　
　

永
正
十
七
〈
庚
辰
〉
年
十
二
月
廿
六
日

　
【
史
料
8
】
は
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
に
出
さ
れ
た
奈
良
の
大
乗
院
領
鵲
郷
に

関
す
る
掟
書
で
あ
り
、
博
奕
と
女
屋
（
遊
女
屋
）
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

場
所
を
借
り
て
行
っ
た
場
合
で
も
、
見
隠
し
た
な
ら
ば
隣
三
間
ま
で
処
分
す
る
と
い

う
厳
し
い
も
の
で
あ
る

（
11
（

。【
史
料
（
】
は
近
江
国
今
堀
郷
に
関
わ
る
掟
書
と
見
ら
れ

る
。
博
奕
そ
の
も
の
に
加
え
て
、
博
奕
や
性
売
買
に
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
も
禁
じ

ら
れ
て
お
り
、
違
反
者
は
宮
座
に
加
わ
れ
な
く
な
る
と
あ
る
。「
先
規
掟
の
旨
に
任

せ
て
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
う
し
た
禁
制
が
永
正
一
七
年
（
一
五
二
〇
）
以
前

に
遡
っ
て
存
在
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
一
六
世
紀
に
は

都
市
で
も
村
落
で
も
遊
女
屋
を
共
同
体
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ

と
、そ
の
排
除
は
博
奕
と
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

遊
女
と
博
奕
が
結
び
付
け
ら
れ
る
事
例
は
、
実
は
早
く
か
ら
史
料
に
見
え
る
。

【
史
料
10
】『
建
武
式
目

（
11
（

』
第
二
条

一　

可
レ
被
レ
制
二
群
飲
佚
遊
一
事　

如
二
格
条
一
者
、
厳
制
殊
重
。
剰
耽
二
好
女
之
色
一
、
及
二
博
奕
之
業
一
。
此
外
又

或
号
二
茶
寄
合
一
、
或
称
二
連
歌
会
一
、
及
二
莫
太
賭
一
。
其
費
難
二
勝
計
一
者
乎
。

　

建
武
式
目
は
建
武
三
（
一
三
三
六
）
年
十
一
月
七
日
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
右
の

条
文
で
は
群
飲
佚
遊
が
「
好
女
之
色
」「
博
奕
之
業
」
に
繋
が
る
こ
と
を
批
判
し
て

い
る
。「
好
女
之
色
」
は
女
性
一
般
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
条
文
が
群
飲

佚
遊
に
関
わ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
遊
女
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。「
其
費

難
二
勝
計
一
」
は
「
好
女
之
色
」「
博
奕
之
業
」
に
ま
で
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
そ
の
蕩
尽
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

【
史
料
11
】『
風
姿
花
伝

（
1（
（

』
序
　　

　
　

一
、
好
色
・
博
奕
・
大
酒
、
三
重
戒
。
是
、
古
人
掟
也
。

　

同
書
は
一
五
世
紀
初
頭
の
成
立
。『
申
楽
談
義

（
11
（

』
に
「
好
色
・
博
奕
・
大
酒
・
鶯

飼
ウ
コ
ト
、
コ
レ
ハ
清
次
ノ
定
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
古
人
」
は
観
阿
弥
を
指

し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
好
色
」
は
世
阿
弥
の
行
為
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
、

単
に
色
事
を
好
む
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
と
る
べ
き
か
。

【
史
料
12
】永
享
九
年（
一
四
三
七
）四
月
二
八
日
付「
慶
定
証
英
西
院
当
番
宿
直
条
々
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請
文
」（『
東
寺
百
合
文
書

（
11
（

』
し
函
一
〇
八
）

　

請
申
条
々
事

去
年
鎮
守
并
西
院
当
番
之
時
、
宿
直
依
レ
令
二
懈
怠
一
、
預
已
下
諸
職
悉
被
二
召

放
一
、
寺
家
被
二
追
放
一
申
候
了
。
雖
レ
然
、
蒙
二
御
免
一
、
所
職
悉
被
二
返
下
一
候

条
、
殊
畏
入
存
候
上
者
、
於
二
自
今
已
後
一
者
、
西
院
当
番
之
時
、
於
二
宿
直
一

者
、
更
以
不
レ
可
レ
致
二
闕
怠
一
。
其
外
就
二
諸
篇
一
、
専
二
奉
公
一
、
不
レ
可
レ
存
二

緩
怠
一
事
。

一
、
於
二
自
今
已
後
一
者
、
博
奕
等
事
堅
可
二
停
止
仕
一
事
。

一
、
洛
中
洛
外
之
女
屋
令
二
徘
徊
一
、
不
レ
可
レ
致
二
遊
戯
一
事
。

（
中
略
）

右
条
々
、
守
二
請
文
之
旨
一
、
敢
不
レ
可
二
違
越
仕
一
候
。
若
背
二
此
旨
一
申
候
者
、

日
本
国
中
大
小
神
祇
、
殊
者
当
寺
大
師
八
幡
之
御
罰
勝
英
之
身
可
二
罷
蒙
一
者

也
。
仍
請
文
之
状
、
如
レ
件
。

　

永
享
九
年
四
月
廿
八
日　
　
　
　
　

証
英
（
花
押
）

　

右
の
史
料
は
北
面
預
慶
定
法
師
証
英
が
東
寺
に
提
出
し
た
請
文
で
あ
る
が
、
こ
の

中
で
職
務
懈
怠
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
、
博
奕
や
洛
中
洛
外
遊
女
屋
へ
の
徘
徊
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
四
～
一
五
世
紀
の
【
史
料
（0
～
（（
】
で
遊
女
と
博
奕
が
問
題
と
さ

れ
た
の
は
、
そ
れ
が
蕩
尽
や
職
務
懈
怠
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら

は
基
本
的
に
は
個
人
と
し
て
対
処
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
対
し
て
一
六
世
紀
の
【
史

料
8
～
（
】
で
は
共
同
体
全
体
の
問
題
と
し
て
博
奕
・
遊
女
屋
の
排
除
を
図
ろ
う
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
六
世
紀
頃
に
な
る
と
遊
女
屋
と
博
奕
は
、
個
人
の
み
な
ら
ず

共
同
体
に
対
し
て
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
で
は
遊
女
屋
が
共
同
体
に
与
え
る
悪
影
響
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
以
降
で
は
、
ま
ず
博
奕
を
め
ぐ
る
中
世
人
の
社
会
観
念
に
つ

い
て
述
べ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
遊
女
屋
の
排
除
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）
博
奕
を
め
ぐ
る
社
会
観
念

　

博
奕
が
な
ぜ
禁
止
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
増
川
宏
一
、
網
野
善
彦
な
ど
が
論

じ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
成
果
に
よ
り
つ
つ
述
べ
る

（
11
（

。

　

博
奕
の
問
題
点
と
し
て
は
、
家
職
を
忘
れ
る
こ
と
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
が
（「
今

川
了
俊
愚
息
仲
秋
制
詞
条
々
」）、
殆
ど
の
場
合
、
盗
難
や
喧
嘩
と
結
び
つ
く
点
が
問

題
視
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
盗
難
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
の
史
料
で「
近
年
四
一
半
之
徒
党
興
盛
云
々
。

偏
是
盗
犯
之
基
也

（
11
（

」、「
博
奕
者
盗
犯
之
濫
觴
也

（
11
（

」、「
近
日
於
二
寺
辺
一
、
博
奕
興
盛

之
由
有
二
其
聞
一
。
此
条
強
竊
二
盗
之
源
、寺
中
狼
藉
之
基
也

（
11
（

」
等
と
記
さ
れ
て
お
り
、

博
奕
が
盗
み
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
二
月
二
〇

日
付
の
鎌
倉
幕
府
追
加
法
が
「
一
、
可
レ
停
二
止
博
奕
一
事
／
盗
賊
・
放
火
之
族
、
多

以
出
来
、
因
レ
茲
、
度
々
禁
制
殊
以
厳
重
也
」
と
す
る
の
も
同
様
で
あ
る

（
11
（

。
ま
た
正

応
三
年
（
一
二
九
〇
）
年
四
月
に
は
、
鷹
尾
社
大
宮
司
紀
元
員
が
相
論
の
中
で
博
奕

を
批
判
し
て
「
博
奕
者
悪
党
之
根
本
也
。
博
奕
令
レ
負
之
時
者
、
盗
□
□
他
人
所

持
物
、
助
二
衣
食
二
事
一
之
条
、
都
鄙
一
同
之
例
也
云
々
」
と
述
べ
て
い
る

（
11
（

。
博
奕

に
負
け
て
他
人
の
所
持
物
を
盗
む
例
は
、「
都
鄙
一
同
の
例
」
と
言
わ
れ
る
程
に
よ

く
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
が
下
っ
て
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児

島
か
ら
ゴ
ア
に
送
っ
た
一
五
四
九
年
一
一
月
五
日
付
の
書
簡
に
は
、「（
引
用
者
注
、

日
本
人
は
）
賭
博
は
決
し
て
し
な
い
人
び
と
で
す
が
、
そ
れ
は
甚
だ
不
名
誉
な
こ
と

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
賭
博
を
す
る
人
び
と
は
他
人
の
物
を
欲
し
が
り
、
次
に

は
盗
人
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る

（
11
（

。
こ
う
し
た
観
念

が
、
中
世
を
通
じ
て
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
博
奕
は
喧
嘩
・
刃
傷
・
殺
人
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
嘉
禄
二
年

（
一
二
二
六
）
の
鎌
倉
幕
府
追
加
法
に
は
、「
近
年
遊
蕩
之
輩
、
博
戯
之
処
、
不
レ
限
二

度
数
一
、
賭
以
二
宅
財
一
、
勝
負
之
間
、
喧
嘩
殊
甚
、
興
宴
之
思
、
変
及
二
闘
殺
一
」
と

あ
り

（
1（
（

、
博
奕
が
し
ば
し
ば
闘
諍
に
発
展
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
興
宴
の
思
ひ
」
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が
変
じ
て
「
闘
殺
」
に
及
ぶ
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
、
博
奕
は
仲
間
内
で
行
わ
れ
、

人
間
関
係
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ

う
。『
肥
後
願
成
寺
文
書
』
に
も
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
の
文
書
に
「
於
二
放
湯〔

蕩
〕

不
調
僧
一
者
、
本
日〔

自
〕所

レ
被
レ
禁
也
。
而
不
レ
拘
レ
制
、
或
好
二
博
奕
一
、
或
巧
二
闘
諍
一
、

太
以
無
二
其
謂
一
」
と
あ
っ
て
、
寺
僧
の
博
奕
と
闘
諍
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
博
奕
は
様
々
な
犯
罪
の
温
床
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
悪
党
取
締
り
の

た
め
に
出
さ
れ
た
寛
元
四
年（
一
二
四
六
）の
関
東
御
教
書
で
は
、「
近
日
、
国
々
夜

討
・
強
盗
蜂
起
之
由
、
普
風
聞
。
是
偏
所
々
地
頭
等
籠
二
置
悪
党
并
四
一
半
打
等
一
、

致
二
無
沙
汰
一
之
故
歟
」
と
あ
り
、
夜
討
・
強
盗
の
増
加
は
悪
党
・
博
奕
打
に
よ
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
ま
た
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
の
「
結
城
氏
新
法
度
」

第
一
条
で
も
、「
ば
く
ち
は
や
り
候
へ
ば
、
喧
嘩
・
盗
、
結
句
つ
ま
り
候
へ
ば
、
は

か
ら
ぬ
た
く
み
な
し
候
間
、第
一
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
す
る

（
11
（

。
博
奕
は
ま
さ
に
「
諸

悪
之
源
、
起
レ
自
二
博
奕
一
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
11
（

。

　

博
奕
や
博
奕
打
が
ど
の
よ
う
な
犯
罪
と
並
べ
ら
れ
た
か
を
見
る
と
、
中
世
人
が
博

奕
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。

・「
強
竊
・
博
奕
・
刃
傷
・
殺
害

（
11
（

」

・「
ヌ
ス
ミ
・
カ
ウ
タ
〔
ウ
脱
か
〕・
四
一
半
ウ
チ

（
11
（

」

・「
強
竊
二
盗
・
放
火
・
殺
害
・
博
奕
・
夜
田
苅

（
11
（

」

・「
強
盗
・
竊
盗
・
夜
討
・
放
火
・
殺
害
・
刃
傷
・
殺
生
・
四
一
半
・
打
擲
・
蹂
躙
・

切
本
鳥

（
11
（

」

・「
博
奕
・
盗
人
并
刄
傷
・
殺
害
人
等

（
11
（

」

・「
悪
党
・
殺
害
・
謀
書
以
上
重
科
之
外
、
竊
盗
・
刃
傷
・
博
奕
・
謀
略
以
下

軽
罪

（
1（
（

」

　

強
竊
二
盗
、
刃
傷
・
打
擲
に
加
え
て
、
時
に
殺
害
・
放
火
な
ど
と
も
結
び
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
非
常
に
暴
力
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特

に
鎌
倉
後
期
以
降
は
悪
党
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
、
博
奕
は
治
安
を
乱
す
犯
罪

と
す
る
観
念
が
定
着
し
、
戦
国
期
ま
で
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
鎌
倉
後
期
以
降
は
、
博
奕
の
張
行
や
博
奕
宿
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
も
、
よ
り

厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
清
水
克
行
は
、
賭
場
を
開
帳
す
る
者
の
罪
状
を
指
す

「
儺
房
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
が
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
寺
院
内
か
ら
寺
院
外
に
拡

が
り
を
見
せ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
時
期
に
博
奕
が
民
衆
社
会
に
拡
大
す
る

と
推
測
し
て
い
る

（
11
（

。
ま
た
照
井
貴
史
は
一
三
世
紀
に
対
戦
型
の
双
六
か
ら
多
人
数
参

加
型
の
四
一
半
へ
の
移
行
が
あ
り
、
そ
の
「
寄
合
」
性
ゆ
え
に
地
域
的
に
も
身
分
的

に
も
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
四
一
半
（
と
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
チ
ョ
ボ

一
）で
は
そ
の「
寄
合
」性
ゆ
え
に
博
奕
宿
を
固
定
化
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

一
五
世
紀
に
流
行
す
る
丁
半
は
不
特
定
多
数
の
都
市
民
が
固
定
化
さ
れ
た
博
奕
宿
に

集
ま
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
、
博
奕
宿
へ
の
検
断
が
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
な
ど
を

明
ら
か
に
し
て
い
る

（
11
（

。
戦
国
時
代
の
分
国
法
を
見
る
と
、
博
奕
宿
の
提
供
者
が
、
博

奕
の
参
加
者
や
張
行
人
（
興
行
者
）
と
同
様
に
罪
科
に
処
さ
れ
て
お
り

（
11
（

、「
ば
く
ち

の
宿
、行
末
の
名
字
迄
絶
や
す
べ
く
候
」（
前
掲
「
結
城
氏
新
法
度
」
第
一
条
）
と
い
っ

た
文
言
が
見
え
る
な
ど
、
博
奕
宿
に
対
す
る
厳
罰
化
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

　

今
問
題
と
し
て
い
る
【
史
料
8
・
（
】
の
よ
う
に
共
同
体
か
ら
博
奕
・
博
奕
宿
を

追
放
す
る
動
き
は
、
以
上
の
よ
う
な
動
向
と
結
び
つ
い
て
生
じ
て
く
る
も
の
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
同
様
に
追
放
さ
れ
る
遊
女
屋
も
、
や
は
り
治
安
を
乱
す

要
素
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

（
11
（

。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
推
測

の
も
と
で
、
遊
女
屋
と
闘
諍
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

（
三
）
遊
女
屋
と
喧
嘩
・
殺
人

　

遊
女
は
複
数
の
男
性
と
関
係
を
持
つ
た
め
、
時
に
男
性
間
の
争
い
を
生
む
。
藤
原

実
資
が
遊
女
香
炉
に
自
分
と
あ
の
髯
（
藤
原
教
通
）
と
ど
ち
ら
を
愛
し
て
い
る
の
か

と
問
い
詰
め
た
と
す
る
『
古
事
談
』
巻
二
︱
四
〇
の
説
話
の
よ
う
に
、
鎌
倉
期
以
前

に
も
遊
女
を
め
ぐ
る
争
い
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
鎌
倉
後
期
以
降
に
な
る
と

そ
の
争
い
は
頻
度
を
増
し
、
闘
諍
・
殺
人
を
伴
う
形
へ
と
激
化
す
る
。
背
景
に
は
、

こ
の
時
期
以
降
遊
女
と
の
関
わ
り
が
性
売
買
を
中
心
に
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
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い
う
事
情
が
あ
ろ
う
。
そ
の
早
い
例
は
、
二
条
為
氏
の
日
記
に
見
え
る
。

【
史
料
13
】『
為
氏
卿
記

（
11
（

』
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
一
二
月
一
七
日
条

十
七
日
、（
中
略
）
少
時
兵（

藤
原
為
世
（

衛
督
帰
来
。
一
献
。
其
後
武
衛
方
新
参
藤
□

（
王
カ
（景

正
、

本
酔
狂
間
散
々
。
留
守
東
に
て
□

（
経
景
カ
（

□
・
季
重
と
傾
城
故
闘
諍
、
手
桙
刀
を
抜

突
通
。
重
弘
走
出
処
、
重
弘
口
腋
を
耳
根
へ
被
レ
突
、
共
顛
倒
。
立
直
以
前
、

友
弘
切
之
。
又
重
弘
其
後
切
。
猶
北
方
へ
乍
レ
切
走
廻
之
間
、康
有
抱
レ
之
顛
倒
。

死
去
間
取
出
云
々
。不
可
説
々
々
々
之
次
第
也
。重
弘
非
二
大
事
手
一
之
間
安
穏
。

　

右
の
事
例
で
は
、
為
氏
の
邸
宅
内
で
従
者
た
ち
が
「
傾
城
の
故
に
闘
諍
」
し
、
為

世
方
の
従
者
で
あ
る
景
正
が
死
亡
し
て
い
る
。
為
氏
邸
に
遊
女
が
呼
ば
れ
て
い
る
形

跡
は
な
く
、
遊
女
の
い
な
い
場
所
で
、
遊
女
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
き
て
い
る
も
の
と

み
な
さ
れ
る
。

【
史
料
14
】
内
閣
文
庫
所
蔵
『
春
日
若
宮
神
主
祐
松

〔
春
〕

記
（
11
（

』
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）

四
月
二
一
・
二
三
日
条
、
五
月
二
七
日
条

（
四
月
二
一
日
条
）
同
夜
〈
亥
剋
歟
〉
於
二
野
田
之
辺
〈
色
好
春
頼
女
許
〉
一
神

人
等
多
酒
宴
。
而
為
二
北
郷
神
人
一
、
御
存

〔
房
カ
〕

 

祢春
日
祢
宜
之
子
也

宜
・
ト
チ
ハ
ル
祢
宜
・
ア
ユ
ヽ

祢
宜
・
シ
ウ
祢
宜
・
福
地
ノ
小
祢
宜
・
在
王
御
房
等
、
已
上
六
人
一
方
、
南

郷
神
人
、
春
菊
祢
宜
〈
延
春
子
息
成
春
〉・
乙
熊
〈
春
興
、
子

（
衍
カ
（同

子
息
〉・
春

太
郎
、
已
上
三
人
一
方
、
喧
嘩
出
来
。
仍
春
菊
〈
当
座

ニ
被
レ
突
死
〉、
乙
熊

ハ
負

レ
手

テ
新
薬
師
住
宅

ヘ
帰

テ
翌
日
死
去
了
。
春
太
郎
ハ
手

ヲ
聊
被
レ
突
了
。
珍
事
。

父
延
春
此
間
京
修
行
、
以
二
飛
脚
一
告
レ
之
了
。

（
同
二
三
日
条
）
延
春
等
帰
了
。
悲
歎
無
レ
極
云
々
。
件
御
房
彼
父
春
日
祢
宜

末
時
更
罪
科
了
。
但
被
二
解
職
一
畢
。
縁
舎
破
却
了
。
自
余
無
二
罪
科
一
、
尤
不

審
候
也
。

（
五
月
二
七
日
条
）
今
日
北
郷
神
人
結ト

チ
ハ
ル春

祢
宜
〈
景
国
〉・
守シ

ウ
祢
宜
〈
永
光
〉・

御在

床王

〔
房
〕
祢
宜
〈
重
房
〉・
夜国

丹重

〔
叉
カ
〕
祢
宜
、
已
上
四
人
為
二
寺
家
之

御
沙
汰
一
被
レ
行
二
罪
科
一
了
。
去
月
廿
一
日
南
郷
神
人
成
春
并
春
興
等
殺
害
之

与
力
云
々
。
此
内
ト住

宅
野
田

チ
春
・
守

住
宅
新
薬
師
北
郷

祢
宜
ハ
被
レ
解
二
神
職
一
、
并
住
宅
破
二
却
之
一

了
。
在
王
御
房
ハ
父
在
王
許
ニ
寄
宿
之
間
、彼
在
王
ハ
依
レ
為
二
武
家
罪
科
人
一
、

縁但
後
日
又
破
却
在
之

舎
破
却
無
之
。
夜
丹

〔
叉
カ
〕ハ

養
父
神
人
重
綱
同
屋
被
二
破
却
一
了
。
又
同
時
之
会

所
色
好
春
来
女
野
田
住
宅
、
同
被
レ
破
二
却
之
一
了
。

　

右
の
事
例
で
は
、
春
頼
（
春
来
）
と
い
う
遊
女
の
住
宅
で
神
人
た
ち
が
酒
宴
を
行

い
、
六
対
三
の
喧
嘩
の
結
果
、
南
郷
神
人
が
二
人
殺
さ
れ
春
頼
女
の
住
宅
も
破
却
さ

れ
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
喧
嘩
の
原
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

【
史
料
15
】
正
中
三
年
（
一
三
二
六
）
二
月
二
二
日
付
「
僧
尭
円
起
請
文

（
11
（

」

　
　
（
端
裏
書
）「
起
請　

賢
善
丹
波
公
被
二
殺
害
一
由
事

　
　
　
　
　
　
　

賢
教　
　
　

正
中
三
二
」

敬
白　

天
罰
起
請
文
事

右
、
去
十
三
日
夜
、
於
二
転
害
一
、
丹
波
殿
被
二
殺
害
一
給
候
畢
。
而
尭
円
依
二
傾

城
事
一
、
構
二
宿
意
一
、
奉
二
殺
害
一
歟
之
由
、
及
二
風
聞
一
之
旨
、
伝
承
候
。
返
々

驚
存
候
。
此
事
先
於
二
彼
兄
部
許
之
傾
城
一
者
、
尭
円
曾
無
二
一
体
之
儀
一
候
之

上
者
、
無
二
宿
意
一
候
。
随
而
此
殺
害
事
、
自
身
モ
不
レ
奉
二
殺
害
一
、
□
人
モ
不

レ
奉
二
殺
害
一
。
凡
誰
人
□
殺
害
候
由
を
も
推
量
ニ
不
レ
及
。
又
人
之
説
ヲ
モ
不

二
承
及
一
候
。
付
二
是
非
一
不
二
存
知
一
候
。
且
件
夜
傍
輩
皆
以
同
宿
、
不
二
立
去
一

候
之
条
、
御
力
者
・
成（

マ
マ
（力

・
兄
部
皆
以
存
知
候
歟
。（
中
略
）

　
　
　
　

正
中
三
年
二
月
廿
二
日　
　
　
　
　

僧
尭
円
（
花
押
）

　

右
の
事
例
で
は
、
詳
細
不
明
な
が
ら
、
尭
円
が
傾
城
の
こ
と
に
よ
り
宿
意
を
構
え

て
丹
波
公
を
殺
害
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
風
聞
で

あ
る
が
、
当
時
の
人
々
は
そ
う
し
た
事
態
が
起
こ
り
得
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
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ろ
う
。
尭
円
も
、
そ
の
傾
城
と
関
係
を
持
っ
た
こ
と
が
な
く
宿
意
を
構
え
よ
う
が
な

い
と
反
論
し
て
い
る
か
ら
、
逆
に
い
え
ば
関
係
を
持
っ
て
い
た
場
合
に
は
人
を
殺
害

す
る
ほ
ど
の
宿
意
を
構
え
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
史
料
16
】『
師
守
記

（
11
（

』
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
六
月
七
日
条
裏
書

□〔
今
夜
〕□

丑
剋
、
右
衛
門
少
尉
中
原
章
藤
〈
章
方
子
〉・
前
内
蔵
助
大
中
〔
臣
〕
盛

親
両
人
、
於
好
色
［　

］
殺
害
、
傾
城
論
云
々
。
不
□〔

便
〕〳

〵
。

　

右
の
事
例
で
は
、
中
原
章
藤
と
大
中
臣
盛
親
が
殺
害
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。

「
傾
城
論
」
と
い
う
の
は
こ
れ
ま
で
の
事
例
か
ら
見
て
、
遊
女
の
取
り
合
い
で
あ
ろ

う
。
両
者
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
深
夜
に
遊
女
屋
に
い
た
こ
と
か
ら
、
知
人
同
士
の

ト
ラ
ブ
ル
と
推
定
さ
れ
る
。

【
史
料
17
】『
嘉
元
記

（
11
（

』
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
一
一
月
二
一
日
条

貞
和
三
年
〈
丁
亥
〉
十
一
月
廿
一
日
夜
、
鵤
庄
乱
入
之
八
木
四
郎
左
衛
門
於
二

天
王
寺
一
依
二
好
色
女
人
相
論
事
一
、
傍
輩

ニ
被
レ
打
畢
〈
不
思
議
事
也
〉。

　

右
の
事
例
で
は
、
八
木
四
郎
左
衛
門
が
天
王
寺
で
傍
輩
と
遊
女
を
め
ぐ
っ
て
相
論

し
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
状
況
は
不
明
だ
が
、
天
王
寺
に
は
一
二
～
一
三
世

紀
に
「
歌
う
た
ひ
」
や
「
あ
そ
び
」
が
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら

（
1（
（

、
天
王
寺
の
遊
女
屋

で
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
18
】『
建
内
記

（
11
（

』
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
四
月
一
六
日
条
行
間
補
書

今
夜
下
女
欲
レ
鏁
レ
門
之
時
、
男〈
着
二
折
烏
帽
子
・
上
下
等
一
、
不
レ
着
二
金
剛
一
〉

一
人
立
二
門
内
一
。
相
尋
之
処
、
近
衛
万
里
小
路
女
屋
ノ
者
也
。
コ
レ
ヘ
十
徳

着
シ
テ
尺
八
腰
ニ
差
タ
ル
男
入
テ
候
ヲ
待
候
由
答
レ
之
。
さ
様
之
物
是
ニ
ナ
シ

ト
下
女
答
レ
之
。
仍
帰
了
云
々
。
若
竊
盗
之
類
歟
。
不
審
々
々
。
後
聞
、
於
二

女
屋
一
争
二
傾
城
一
男
両
人
於
二
此
門
一
問
答
。
一
男
去
レ
北
。
一
男
征
レ
南
、
而

猶
帰
来
伺
見
云
々
。
比
興
々
々
。

　

右
の
事
例
で
は
、
遊
女
屋
で
遊
女
を
争
っ
た
男
二
人
が
、
万
里
小
路
時
房
の
門
前

で
問
答
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
北
に
去
っ
た
男
は
、
十
徳
を
来
て
尺

八
を
腰
に
差
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
澤
田
和
人
に
よ
る
と
、
十
徳
を
着
す
る

と
非
日
常
的
な
姿
と
な
り
、
儀
礼
的
に
見
え
な
い
状
態
に
な
る
か
ら
、
遊
女
屋
に
赴

く
な
ど
人
目
を
は
ば
か
る
際
に
十
徳
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う

（
11
（

。
ま
た
、
後
藤
紀
彦
は

尺
八
と
遊
女
屋
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
を
指
摘
す
る

（
11
（

。
し
た
が
っ
て
遊
女
を
争
っ
た

二
人
は
恐
ら
く
遊
女
屋
の
客
と
見
て
よ
い
。
二
人
が
別
れ
た
後
、
そ
の
う
ち
の
一
人

が
戻
っ
て
き
て
門
内
に
立
っ
て
い
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
男
を
待
っ
て
い
る
と

あ
る
点
か
ら
は
、あ
る
い
は
も
う
一
人
を
害
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
争
傾
城
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
本
事
例
も
ま
た
闘
諍
事
件
に
発
展
す
る
可
能
性
を

有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

【
史
料
19
】
竹
林
家
所
蔵
『
衆
中
集
会
引
付

（
11
（

』
天
文
一
九
年
（
一
五
五
〇
）
閏
五
月

条

今
度
於
二
木
津
子
郷
女
屋
一
喧
嘩
在
レ
之
。
今
市
殿
若
党
両
人
当
座
生
涯
事
、
彼

女
当
座
生
涯
事
、
女
屋
検
断
也
。

　

本
史
料
は
、
奈
良
木
辻
郷
の
遊
女
屋
で
今
市
殿
の
若
党
同
士
が
引
き
起
こ
し
た
喧

嘩
に
つ
い
て
記
し
て
い
る

（
11
（

。
若
党
二
人
に
加
え
て
遊
女
も
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
女

屋
が
検
断
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
遊
女
屋
の
中
で
起
こ
っ
た
喧
嘩
と
み
ら

れ
る
。

　

以
上
、
一
三
～
一
六
世
紀
の
史
料
か
ら
、
遊
女
・
遊
女
屋
に
関
す
る
闘
諍
事
件
を

挙
げ
て
み
た
。
事
例
と
し
て
は
七
例
に
留
ま
る
が
、
こ
の
時
期
の
遊
女
史
料
全
体
の

分
量
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
比
較
的
多
い
も
の
と
評
価
で
き
、
京
・
摂
津
・
大
和
に
ま
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た
が
る
所
見
状
況
か
ら
み
て
も
、
闘
諍
は
そ
れ
な
り
に
高
い
頻
度
で
起
こ
っ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
遊
女
屋
が
治
安
上
の
理
由
で
共
同
体
か
ら
排
除

さ
れ
た
と
い
う
推
測
は
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
遊
女
を
め
ぐ
っ
て
争
う
例
が
目

立
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
【
史
料
（（
・
（7
・
（（
】
な
ど
で
は
、「
傍
輩
」
と

見
ら
れ
る
人
々
の
間
で
争
い
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
節
を

改
め
て
論
じ
た
い
。

（
四
）
傾
城
の
思
ひ
差
し

　

前
節
で
挙
げ
た
【
史
料
（（
・
（7
・
（8
】
で
は
、
遊
女
屋
に
複
数
人
の
男
が
い
る
状

況
で
、
遊
女
を
め
ぐ
る
争
い
が
お
こ
っ
た
と
さ
れ
る
。【
史
料
（（
・
（（
】
で
も
、
遊

女
屋
に
は
複
数
の
男
性
客
が
い
た
。【
史
料
（（
】
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
ら
は
恐

ら
く
遊
女
屋
で
酒
宴
を
行
っ
て
い
る
。

　

中
世
後
期
の
遊
女
屋
で
の
遊
び
方
を
詳
し
く
示
す
史
料
は
あ
ま
り
な
い
が
、
お
伽

草
紙
や
幸
若
な
ど
の
文
学
作
品
に
は
比
較
的
詳
し
い
描
写
が
あ
る
。
幸
若
に
は
過
去

の
物
語
に
取
材
し
た
も
の
も
多
い
が
、
風
俗
的
な
描
写
に
は
中
世
末
期
の
あ
り
よ
う

が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
20
】
幸
若
「
和
田
酒
盛

（
11
（

」

相
模
国
の
住
人
和
田
の
義
盛
は
、
一
門
九
十
三
騎
を
引
き
具
し
、
山
下
宿
河

原
長
者
の
宿
所
に
打
ち
寄
り
、
夜
日
三
日
の
酒
盛
は
、
お
も
し
ろ
う
こ
そ
聞

こ
え
け
れ
。
長
者
も
兼
ね
て
相
構
へ
た
る
事
な
れ
ば
、〔
く
わ
う
じ
や
う
・
し

ゆ
む
に
よ
・
ぜ
き
く
・
あ
ひ
と
申
し
て
〕、
虎
に
劣
ら
ぬ
遊
君
を
十
八
人
選
っ
て
、

和
田
殿
と

〔
を
カ
〕も

て
な
せ
ど
、さ
れ
ど
も
和
田
の
志
す
虎
は
、座
敷
に
な
か
り
け
り
。

【
史
料
21
】
幸
若
「
烏
帽
子
折

（
11
（

」

鏡
の
宿
の
遊
君
、
雑
餉
構
へ
吉
次
殿
を
も
て
な
す
。
さ
る
間
、
吉
次
〔
世
に

有
り
顔
な
る
風
情
に
て
〕、
順
の
盃
下
し
、
逆
の
盃
飛
ば
せ
け
れ
ば
、
そ
の
後

は
酒
盛
に
な
る
。

　

右
の
二
事
例
は
、い
ず
れ
も
宿
の
遊
女
屋
で
の
酒
宴
場
面
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

【
史
料
（
】
に
挙
げ
た
『
猿
源
氏
草
紙
』
の
事
例
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
都
の

遊
女
屋
で
も
同
様
の
酒
宴
が
な
さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
遊
女
屋

で
の
酒
宴
は
途
中
か
ら
「
酒
盛
」
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
永
池
健
二
に
よ
れ

ば
「
酒
盛
」
と
は
、
一
二
世
紀
末
以
降
に
所
見
し
、
一
三
世
紀
半
ば
以
降
に
増
加
す

る
新
し
い
酒
の
飲
み
方
で
あ
る
。「
盃
酌
」「
一
献
」
と
区
別
さ
れ
る
「
酒
盛
」
は
、

二
次
会
的
な
性
格
を
も
ち
、
そ
こ
で
は
小
歌
・
平
家
・
乱
舞
な
ど
新
興
の
諸
芸
能
が

行
わ
れ
た
ほ
か
、
人
の
意
向
を
忖
度
し
た
り
斟
酌
し
た
り
す
る
こ
と
が
忌
避
さ
れ
た

と
い
う
。【
史
料
（（
】
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
酒
盛
で
は
盃
を
順
に
回
す
こ
と
を

せ
ず
、
こ
れ
と
思
っ
た
相
手
に
盃
を
渡
し
た
り
も
ら
っ
た
り
す
る
「
思
ひ
差
し
」「
思

ひ
取
り
」、
あ
る
い
は
自
分
で
盃
を
満
た
す
「
自
酌
自
盛
」
な
ど
、
多
様
か
つ
自
由

な
飲
み
方
が
行
わ
れ
た

（
11
（

。
遊
女
屋
で
の
遊
び
は
基
本
的
に
こ
う
し
た
砕
け
た
性
格
の

酒
盛
で
あ
り
、
参
加
者
の
懇
親
を
促
す
機
能
を
有
し
た
た
め
、
男
性
た
ち
が
仲
間
と

連
れ
だ
ち
複
数
人
で
遊
女
屋
に
行
く
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る

（
11
（

。

　

複
数
人
で
集
ま
っ
て
酒
盛
を
行
う
場
合
、
相
手
を
決
め
て
そ
れ
ぞ
れ
に
遊
女
と
の

性
交
渉
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
相
手
を
決
め
る
方
法
と
し
て
史
料
に
し
ば
し
ば

見
え
る
の
は
、「
思
ひ
差
し
」
に
よ
る
方
法
で
あ
る
。【
史
料
（
】
と
一
部
重
複
す
る

が
、『
猿
源
氏
草
紙
』
の
例
を
掲
げ
る
。
猿
源
氏
が
大
名
宇
都
宮
殿
を
装
っ
て
遊
女

屋
の
座
敷
に
入
り
込
み
、
遊
女
蛍
火
と
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。

【
史
料
22
】『
猿
源
氏
草
紙
』

さ
て
あ
る
じ
は
、
蒔
絵
の
盤
に
こ
う
ろ
ぎ
の
盃
を
す
へ
て
、「
い
か
に
や
宇
都

宮
殿
、
ひ
と
つ
き
こ
し
め
さ
れ
て
、
①
誰
に
も
御
心
ざ
し
有
方
へ
、
さ
し
給
へ
」

と
申
け
れ
ば
、
宇
都
宮
、
た
ぶ
〳
〵
と
受
け
て
、
心
に
思
ふ
や
う
、
わ
れ
に
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心
を
つ
く
さ
せ
け
る
、
蛍
火
と
や
ら
ん
は
、
い
づ
れ
な
ら
ん
と
見
る
に
、
い

づ
れ
も
、
蛍
火
に
劣
ら
ぬ
遊
君
共
な
れ
ば
、（
中
略
）
思
ひ
乱
れ
、
か
れ
こ
れ

見
廻
し
け
る
中
に
、
ゆ
ふ
〳
〵
と
し
た
る
遊
君
に
、
盃
を
さ
し
け
れ
ば
、
蛍

火
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。
蛍
火
時
の
興
を
も
よ
ほ
し
、「
め
づ
ら
し
の
御
盃
、
さ

ふ
ら
ふ
や
」
と
て
、
取
り
上
げ
て
次
第
に
め
ぐ
ら
し
け
れ
ば
、
②
残
り
の
君

ど
も
是
を
見
て
、
あ
な
う
ら
や
ま
し
の
蛍
火
か
な
、
今
よ
り
後
の
、
捨
て
盃
、

さ
ゝ
れ
て
も
せ
ん
な
し
と
て
、
座
敷
を
立
ち
し
遊
君
も
有
。
居
残
り
て
、
も

て
は
や
す
も
あ
り
。（
中
略
）
宇
都
宮
、「
ま
こ
と
の
こ
と
の
ほ
か
の
大
酒
に
て
、

た
ち
は
を
忘
れ
て
候
。い
と
ま
申
て
人
〳
〵
」と
て
、宿
へ
こ
そ
帰
り
け
れ
。（
中

略
）
案
の
如
く
、
③
蛍
火
、
た
そ
か
れ
ど
き
に
、
宇
都
宮
殿
の
宿
と
た
づ
ね
て

来
り
し
か
ば
、
さ
ま
〳
〵
に
慰
め
け
り
。

　

右
の
事
例
で
は
、
た
ま
た
ま
相
伴
し
て
い
る
体
の
南
阿
弥
を
除
け
ば
、
客
が
宇
都

宮
殿
（
猿
源
氏
）
一
人
で
あ
り
、複
数
の
遊
女
か
ら
一
人
を
選
ぶ
形
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
選
択
に
当
た
っ
て
遊
女
屋
の
亭
主
が
提
案
し
て
い
る
の
が
猿
源
氏
か
ら
遊
女
へ

の
「
思
ひ
差
し
」
で
あ
る
（
①
）。
猿
源
氏
は
無
事
に
意
中
の
蛍
火
に
盃
を
差
す
こ

と
が
で
き
た
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
蛍
火
が
差
さ
れ
た
時
点
で
他
の
遊
女
た
ち

は
宇
都
宮
殿
と
関
係
を
結
ぶ
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
知
り
、
座
を
立
っ
た
と
あ
る
点

で
あ
る
（
②
）。
こ
こ
か
ら
は
、
思
ひ
差
し
に
よ
っ
て
、
他
者
の
介
入
を
許
さ
な
い

よ
う
な
形
で
一
対
一
の
男
女
の
結
び
つ
き
が
成
立
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
実
際

に
こ
の
事
例
で
は
、
宇
都
宮
殿
が
帰
宅
し
た
後
に
蛍
火
が
宿
を
尋
ね
て
き
て
お
り
、

思
ひ
差
し
に
よ
っ
て
両
者
は
自
然
に
性
売
買
へ
と
移
行
し
て
い
る
（
③
）。
そ
し
て

ま
た
、
男
女
の
結
び
つ
き
が
成
立
し
た
時
点
を
も
っ
て
座
を
立
つ
遊
女
が
い
た
こ
と

は
、
遊
女
屋
で
の
酒
盛
の
最
終
的
な
目
的
、
な
い
し
終
着
点
が
性
売
買
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
当
た
り
前
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

中
世
前
期
ま
で
の
史
料
に
見
ら
れ
る
遊
女
と
の
酒
宴
で
は
客
の
中
に
女
房
な
ど
女
性

の
姿
も
見
ら
れ
た
し
、
遊
女
と
客
が
性
売
買
に
至
ら
な
い
ま
ま
で
宴
席
を
解
散
し
て

い
る
こ
と
も
多
く
、
こ
こ
ま
で
男
女
の
結
び
つ
き
が
強
調
さ
れ
る
例
は
少
な
い

（
1（
（

。
客

の
階
層
性
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
背
景
に
は
や
は
り
、
鎌
倉
後

期
以
降
、
遊
女
と
の
関
係
が
性
愛
中
心
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う

意
識
の
変
化
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
「
思
ひ
差
し
」
は
、
名
誉
の
意
識
と
も
か
か
わ
っ
て
い
た
。
次
に
掲
げ
る
事
例
は
、

遊
女
虎
が
、
座
の
主
人
格
の
和
田
義
盛
か
恋
人
の
十
郎
祐
成
の
い
ず
れ
か
に
盃
を
差

す
よ
う
強
要
さ
れ
て
悩
み
苦
し
む
場
面
で
あ
る
。

【
史
料
23
】
幸
若
「
和
田
酒
盛
」

か
く
て
盃
三
献
通
り
て
後
、
母
の
長
者
〔
居
た
る
所
を
づ
ん
ど
立
っ
て
、
帳

台
へ
つ
っ
と
入
り
〕、
蒔
絵
の
盤
に
紅
葉
の
土
器
を
据
ゑ
て
出
で
、
虎
御
前
の

御
前
に
置
い
て
、「
な
う
、
虎
御
前
。
①
そ
の
盃
一
つ
飲
う
で
、
い
づ
か
た
へ

も
思
は
う
ず
る
方
へ
差
し
給
へ
」。
虎
此
の
よ
し
を
承
り
、「
あ
ら
、
む
つ
か

し
の
母
の
仰
せ
や
。
和
田
へ
な
ら
ば
義
盛
へ
、
十
郎
へ
な
ら
ば
祐
成
へ
差
せ

と
は
仰
せ
な
く
し
て
、
い
づ
か
た
へ
も
思
は
う
ず
る
方
へ
と
は
。
②
和
田
に
差

す
な
ら
ば
十
郎
の
恨
み
、
ま
た
十
郎
に
差
す
な
ら
ば
和
田
の
恨
み
あ
る
べ
し
」。

（
中
略
）
夫
の
十
郎
祐
成
に
、
盃
む
ず
と
差
す
。（
中
略
）
義
盛
御
覧
じ
、
気

色
引
き
変
へ
、「
や
あ
十
郎
、
只
今
の
盃
は
飲
む
ま
じ
き
盃
な
れ
ど
も
、
③
ま

さ
し
く
義
盛
を
下
げ
て
、
取
っ
て
飲
う
ず
る
も
の
か
な
。
そ
れ
、
盃
を
ば
飲

む
法
が
あ
る
ぞ
。
自
然
若
き
殿
原
、
河
狩
、
狩
倉
打
ち
過
ぎ
、
遊
君
の
も
と

へ
打
ち
寄
っ
て
酒
を
飲
む
に
、
酒
盛
、
乱
舞
に
な
っ
て
、
④
思
は
し
き
遊
君
が

一
つ
酌
ん
で
、『
此
の
盃
を
ば
、
あ
れ
に
ま
し
ま
す
客
人
へ
』
と
差
い
た
る
を

取
っ
て
飲
う
だ
る
こ
そ
、
男
の
時
の
面
目
な
り
。
差
す
は
日
頃
の
女
、
飲
む

は
日
頃
の
男
、
二
人
の
者
が
立
ち
出
で
て
、
ま
た
座
敷
に
人
も
無
い
や
う
に
、

盃
を
差
し
つ
か
は
し
飲
う
ず
る
と
こ
ろ
、
義
盛
が
存
知
に
は
抜
群
に
違
う
て

存
ず
る
。（
中
略
）」
と
ぞ
怒
ら
る
ゝ
。
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虎
は
母
に
よ
っ
て
思
ひ
差
し
を
勧
め
ら
れ
る
（
①
）。
こ
の
事
例
で
は
【
史
料
（（
】

と
は
逆
に
遊
女
の
側
が
盃
を
差
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
客
が
複
数
い
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
和
田
義
盛
を
選
ぶ
こ
と
が
そ
の
場
の
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
虎
は
十

郎
へ
の
思
い
故
に
思
い
悩
む
。
思
ひ
差
し
か
ら
漏
れ
た
方
が
恨
み
に
思
う
か
ら
で
あ

る
（
②
）。
実
際
に
、
選
ば
れ
な
か
っ
た
義
盛
は
顔
色
を
変
え
、
祐
成
に
よ
っ
て
見

下
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
（
③
）。
義
盛
と
祐
成
の
関
係
は
必
ず
し
も
対
等
で

は
な
い
の
で
単
純
に
は
言
え
な
い
も
の
の
、
思
ひ
差
し
が
男
性
の
感
情
を
刺
激
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
義
盛
の
言
葉
の
中
に
、
よ
り

明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
義
盛
は
、
思
ひ
差
し
は
真
に
そ
の
場
限
り
で
の
選
択
で
あ

る
べ
き
で
、
そ
こ
に
日
常
的
な
男
女
の
関
係
を
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
趣

旨
の
批
判
を
述
べ
る
が
、
そ
の
中
で
、
本
来
の
思
ひ
差
し
は
「
男
の
時
の
面
目
」
で

あ
る
と
し
て
い
る
（
④
）。
こ
こ
か
ら
は
、
思
ひ
差
し
が
男
性
の
名
誉
に
か
か
わ
る

問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
「
烏
帽
子
折
」
で
も
、
京
藤
太
（
牛
若
）
が
笛
の
演
奏
に
よ
っ
て
青
墓
の
長
者
か

ら
受
け
る
思
ひ
差
し
は
「
名
聞
」
で
あ
り
、
羨
望
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
24
】
幸
若
「
烏
帽
子
折
」

長
、
此
由
を
聞
こ
し
召
し
、「（
中
略
）
あ
ら
お
も
し
ろ
の
笛
や
候
。
①
所
詮
み

づ
か
ら
一
つ
飲
う
で
、
只
今
の
笛
の
殿
に
思
ひ
ざ
し
申
さ
う
ず
」。
吉
次
聞
い

て
、「
い
か
に
兄
弟
、
内
の
者
も
近
う
ま
ゐ
り
て
も
の
を
聞
け
。
某
が
都
に
て

申
せ
し
事
は
是
な
り
。
笛
は
吹
か
ず
と
も
腰
に
さ
せ
、
舞
は
舞
は
ず
と
も
常

に
扇
を
持
て
と
申
せ
し
事
は
是
な
り
。
そ
も
あ
の
京
藤
太
が
笛
を
吹
か
ず
ば
、

上
様
の
御
盃
な
ん
ど
を
ば
、何
と
し
て
給
は
ら
う
ぞ
。
②
そ
れ
一
つ
給
は
っ
て
、

現
世
の
名
聞
、
後
生
の
訴
へ
に
せ
よ
。
や
あ
ら
羨
し
の
京
藤
太
や
」
と
、
盃

を
羨
み
し
は
こ
と
わ
り
と
ぞ
聞
え
け
る
。
牛
若
殿
は
三
度
聞
こ
し
召
す
。
御

盃
を
か
な
た
こ
な
た
へ
廻
し
、夜
も
ふ
け
け
れ
ば
、浜
千
鳥
の
局
盃
を
収
め
て
、

み
な
局
々
へ
帰
ら
れ
け
る
。

　

右
の
事
例
で
は
、
長
者
が
自
ら
の
意
志
で
京
藤
太
へ
の
思
ひ
差
し
を
行
い
（
①
）、

同
席
す
る
吉
次
は
そ
れ
を
名
誉
な
こ
と
と
し
て
羨
ん
で
い
る
（
②
）。
た
だ
し
こ
の

事
例
で
は
酒
盛
が
終
る
と
遊
女
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
局
に
帰
っ
て
い
き
、
長
者
と
京

藤
太
も
性
交
渉
に
移
行
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
思
ひ
差
し
が
常
に
性
愛

関
係
と
結
び
つ
く
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
酒
席
に
い
る
全
て
の
客
の
相
手
を
思
ひ
差
し

で
決
め
て
い
た
と
も
思
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
遊
女
屋
で
の
酒
宴
風
景
に
つ
き

も
の
の
よ
う
に
思
ひ
差
し
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
思
ひ
差
し
が
そ
れ
だ
け

遊
女
屋
で
の
遊
び
を
象
徴
す
る
印
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
翻
っ
て
遊
女
屋
で
の
喧
嘩
事
例
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
傾
城
論
」「
好
色

女
人
相
論
」「
争
傾
城
」
と
い
っ
た
行
為
が
相
手
の
殺
害
に
ま
で
至
る
の
は
、
意
中

の
遊
女
と
関
係
を
結
べ
る
か
否
か
が
男
性
の
名
誉
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
た
め

と
推
測
さ
れ
る
。
遊
女
屋
で
は
二
次
会
的
な
雰
囲
気
の
中
で
酒
盛
が
行
わ
れ
る
か
ら

こ
そ
、
傍
輩
同
士
で
遊
女
屋
に
行
き
親
交
を
深
め
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
複
数
人

が
集
ま
っ
た
酒
盛
か
ら
一
対
一
の
性
売
買
に
移
行
す
る
上
で
は
、
ど
う
し
て
も
競
合

関
係
が
発
生
し
や
す
く
、
特
定
遊
女
の
奪
い
合
い
が
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の

際
に
生
じ
る
感
情
的
な
軋
轢
は
、
そ
れ
が
仲
間
内
で
の
名
誉
に
か
か
わ
る
か
ら
こ
そ

後
々
ま
で
尾
を
引
き
、
遊
女
屋
を
離
れ
た
場
所
で
も
「
宿
意
」
と
い
う
形
で
闘
諍
・

殺
人
を
惹
起
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
11
（

。
推
測
を
重
ね
れ
ば
、
遊
女
屋
が
共
同
体
か

ら
排
除
さ
れ
る
の
は
、
単
に
遊
女
屋
で
闘
諍
が
発
生
し
や
す
い
た
め
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
の
闘
諍
が
共
同
体
の
成
員
同
士
の
人
間
関
係
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な

い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

博
奕
も
遊
女
屋
で
の
遊
興
も
、
男
性
同
士
の
仲
間
意
識
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
そ

の
人
間
関
係
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
は
共
同
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
治
安

上
の
脅
威
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
一
六
世
紀
に
博
奕
と
遊
女
屋
が
共
同
体
か

ら
排
除
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
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（
五
）
遊
女
屋
の
排
除
と
遊
廓
の
形
成

　

か
つ
て
脇
田
晴
子
は
、
室
町
期
遊
女
の
社
会
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
た

（
11
（

。
一
般
社
会
と
遊
里
の
身
分
体
系
の
差
異
は
、
時
代
と
と
も
に
進
展
す
る
。
江

戸
期
に
は
は
っ
き
り
隔
離
さ
れ
て
「
辺
界
の
悪
所
」
を
形
成
す
る
に
い
た
る

動
き
は
中
世
社
会
の
中
で
進
行
し
て
い
っ
た
。
室
町
期
に
は
、
町
中
に
散
在

し
て
い
た
遊
女
屋
は
、
町
共
同
体
︱
町
組
の
形
成
と
と
も
に
、
町
か
ら
追
い

出
さ
れ
て
、
周
辺
部
に
固
ま
っ
て
い
く
。
京
都
で
は
二
条
柳
町
、
六
条
三
筋

町
な
ど
、
遊
所
の
移
動
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
の
拡
張
が
わ
か
る

ほ
ど
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
に
よ
っ
て
遊
廓
︱
公
娼
と
し
て
隔
離
さ
れ
る
前
に
、

町
共
同
体
に
よ
る
隔
離
が
先
行
し
て
い
た
。

　

か
く
て
女
性
は
、
跡
継
ぎ
の
子
を
産
み
、
家
政
を
し
て
家
を
守
る
、
醇
風

美
俗
の
権
化
た
る
べ
き
妻
と
、
道
徳
規
範
に
触
れ
る
が
楽
し
い
遊
ぶ
性
と
し

て
の
遊
女
と
い
う
、
ど
ち
ら
も
自
己
犠
牲
的
に
男
性
に
奉
仕
す
る
も
の
な
が

ら
、
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
へ
と
分
解
し
、
相
敵
視
す
る
も
の
へ
と
認
識
す

る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
一
夫
多
妻
の
妻
た
ち
の
嫉
妬
、
一
夫
一
妻
多
妾
の

妻
妾
た
ち
の
反
目
が
、
社
会
的
に
、
地
域
的
に
隔
離
さ
れ
、
よ
り
公
的
に
形

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
脇
田
説
に
よ
れ
ば
、
町
共
同
体
が
遊
女
屋
を
追
い
出
し
遊
廓
が
形
成
さ
れ
る
と
、
女

性
が
妻
と
娼
婦
と
に
二
分
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
横
田
冬
彦
は
、
近
世
の

「
女
大
学
」
的
言
説
に
性
と
生
殖
を
分
離
す
る
観
念
、
性
を
専
業
と
す
る
遊
女
と
生

殖
の
た
め
の
地
女
の
妻
と
い
う
分
業
の
主
張
を
読
み
取
り
、
そ
う
し
た
観
念
の
歴
史

的
形
成
過
程
に
つ
い
て
脇
田
説
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た

（
11
（

。

そ
う
し
た
規
範
意
識
は
、
あ
る
画
期
を
も
っ
て
突
然
に
成
立
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
の
直
接
の
契
機
は
、
近
世
初
頭
の
遊
廓
の
成
立
、
す
な
わ
ち
遊

女
を
身
分
的
・
空
間
的
に
分
離
し
、
そ
れ
を
目
に
見
え
る
形
で
法
的
に
制
度

化
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
し
か
し
近
世
遊
廓
の
成
立
を

権
力
的
、
政
策
的
な
創
設
と
し
て
の
み
み
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
前
か
ら
、
遊
女
（
屋
）
は
町
共
同
体
の
掟
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
町
人
の
「
家
」
お
よ
び
町
共
同
体
の
「
自
治
」

と
い
う
町
人
社
会
内
部
の
動
向
が
、
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

横
田
説
は
女
性
の
二
分
化
が
起
こ
っ
た
の
は
近
世
期
と
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
中
世

に
お
け
る
遊
女
屋
の
排
除
と
女
性
の
二
分
化
と
の
間
に
関
連
を
認
め
て
い
る
。

　

本
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
両
氏
の
推
測
に
は
首
肯
で
き
る
面

が
少
な
く
な
い
。
一
六
世
紀
に
な
る
と
共
同
体
全
体
に
悪
影
響
を
も
た
ら
し
か
ね
な

い
問
題
と
し
て
遊
女
屋
を
排
除
し
始
め
る
動
き
が
確
認
さ
れ
、
そ
う
し
た
動
向
は
当

然
に
遊
女
屋
の
空
間
的
分
離
、
す
な
わ
ち
遊
廓
の
形
成
へ
と
向
か
う
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
排
除
が
博
奕
と
セ
ッ
ト
で
な
さ
れ
る
こ
と
、
ま

た
遊
女
屋
・
博
打
を
〈
悪
〉
と
み
な
す
一
四
世
紀
以
来
の
観
念
と
も
密
接
に
関
連
し

て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
遊
女
屋
が
排
除
さ
れ
る
動
向
を
女
性
の
性
の
二

分
化
と
の
み
関
連
付
け
て
論
ず
る
こ
と
は
一
面
的
に
過
ぎ
よ
う
。
遊
女
屋
の
排
除
は

第
一
義
的
に
は
共
同
体
に
と
っ
て
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ

り
、
治
安
対
策
と
し
て
の
側
面
を
ま
ず
も
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
遊
女
屋
通
い
や
博
奕
が
蕩
尽
や
職
務
懈
怠
・
家
職
忘
却
に
繋
が
る
と

い
う
点
で
批
判
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
、
町
人
の
「
家
」
の
維
持
が
問
題
と
さ
れ
た

可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
豊
臣
秀
吉
の
集
娼
化
も
「
天
下
ノ
傾
城
、
国
家
ノ
費

也
」
と
い
う
論
理
で
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
11
（

。
た
だ
、
中
世
人
に
博
奕
が
与
え
た
犯

罪
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
単
な
る
家
産
の
浪
費
と
い
っ
た
問
題
で
は

な
く
、
盗
犯
や
横
領
に
つ
な
が
る
よ
う
な
〈
悪
〉
へ
の
傾
斜
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
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べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
側

面
と
し
て
、
中
世
後
期
に
は
遊
女
屋
を
危
険
な
場
所
と
み
な
す
社
会
観
念
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
曽
根
ひ
ろ
み
は
、
江
戸
幕
府
が
遊
廓
を
公
許
し
た
の
は
買
売
春
に
対
す
る

何
ら
か
の
見
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
治
安
的
関
心
に
基
づ
く
措
置
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
曽
根
に
よ
れ
ば
近
世
初
期
の
傾
城
町
・
遊
女
屋
は
牢

人
・
悪
党
・
欠
落
人
な
ど
に
と
っ
て
格
好
の
潜
伏
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
遊
ぶ
金

欲
し
さ
の
横
領
や
人
か
ど
わ
か
し
、
喧
嘩
や
刃
傷
事
件
な
ど
の
犯
罪
・
違
法
行
為
を

醸
成
す
る
場
所
で
あ
り
、
同
時
に
女
歌
舞
伎
な
ど
の
女
性
芸
能
を
め
ぐ
る
熱
狂
・
喧

嘩
・
争
論
も
警
戒
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う

（
11
（

。
ま
た
川
邊
あ
さ
ひ
に
よ
れ
ば
、
江
戸

幕
府
は
浦
の
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
個
別
藩
領
に
お
い
て
も
遊
女
の
規
制
を
行
っ

て
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
や
は
り
遊
女
と
博
奕
が
セ
ッ
ト
で
禁
制
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
点
注
目
さ
れ
る

（
11
（

。
こ
う
し
た
近
世
史
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
中
世

か
ら
近
世
に
か
け
て
、
遊
女
屋
を
治
安
上
の
脅
威
と
み
な
す
社
会
観
念
の
展
開
が
遊

女
屋
の
排
除
と
遊
廓
へ
の
隔
離
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
今
後
さ
ら
に

そ
の
過
程
を
跡
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
後
考
を
期
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
課
題
は
、
遊
女
が
性
売
買
を
前
面
化
さ
せ
る
鎌
倉
後
期
以
降
、
遊
女
の
主

た
る
活
動
場
所
に
な
っ
た
遊
女
屋
が
、
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
場
所
と
受
け
止
め
ら

れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
絵
画

史
料
に
見
え
る
遊
女
屋
の
描
か
れ
方
、
お
よ
び
禁
制
に
見
え
る
博
奕
と
の
親
近
性
の

二
点
か
ら
、
中
世
の
人
々
が
遊
女
屋
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
分
析
し
た
。

　

ま
ず
絵
画
史
料
の
分
析
か
ら
、
当
時
の
人
々
は
、
遊
女
た
ち
が
店
の
前
に
立
ち
並

ん
で
顔
を
見
せ
、
客
と
の
交
渉
を
行
う
場
面
こ
そ
が
遊
女
屋
を
象
徴
す
る
も
の
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
う
し
た
入
口
で
の
交
渉
は
、
遊
女
が
容
姿
や
年
齢
に

よ
っ
て
即
座
に
評
価
さ
れ
得
る
「
商
品
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
遊
女
が
性

売
買
を
基
本
的
な
生
業
と
し
、
か
つ
都
市
の
遊
女
屋
を
主
た
る
営
業
場
所
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
鎌
倉
後
期
以
降
の
歴
史
性
に
立
脚
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。そ
し
て
ま
た
、

都
市
を
行
き
か
う
不
特
定
多
数
の
男
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
点
で
、
こ
う
し

た
営
業
方
法
は
都
市
的
な
も
の
で
あ
り
、
都
市
風
俗
図
に
描
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

情
景
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
遊
女
屋
は
一
六
世
紀
に
な
る
と
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
の
際
に
博
奕
・
博
奕
宿
と
と
も
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
治
安
上
の

懸
念
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
遊
女
屋
で
は
し
ば
し
ば
遊
女
を
め
ぐ
る
闘

諍
が
起
き
て
お
り
、
傍
輩
間
で
起
こ
る
そ
う
し
た
闘
諍
は
、
名
誉
意
識
と
関
わ
る
だ

け
に
遊
女
屋
を
離
れ
た
後
に
も
尾
を
引
く
こ
と
が
多
く
、
共
同
体
内
部
の
人
間
関
係

に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
鎌
倉
後
期
以
降
、
遊

女
が
芸
能
の
提
供
者
と
し
て
よ
り
も
性
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
と
し
て
観
念
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
遊
女
と
の
関
係
も
性
売
買
を
最
終
的
な
目
標
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た
と
い
う
事
情
が
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
後
期
以
降
の
遊
女
屋
を
め
ぐ
る
社
会
観
念
は
、
遊
女
の
実
態
、

特
に
生
業
の
変
化
を
踏
ま
え
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
世
後
期
の
遊
女
に
関
す

る
史
料
は
「
傾
城
屋
」「
女
屋
」
と
し
て
の
所
見
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
が
、

そ
う
し
た
遊
女
屋
が
都
市
的
な
場
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
危
険
な
場
所
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
が
遊
女
屋
と
い
う
「
場
所
」
に
着
目
し
、
そ
う
し

た
場
所
に
対
し
て
一
定
の
社
会
観
念
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
遊
女
の
活
動
が
遊
女
屋
と
い
う
特
定
の
空
間
に
根
差
す
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
生
じ
る
変
化
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
期
以
前
に
は
移
動
す
る
遊
女

が
個
人
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
遊
女
屋
と
い
う
空
間
と
し
て
の
把
握
が
可
能

に
な
り
、
ま
た
支
配
的
に
な
る
事
で
、
後
の
遊
廓
に
つ
な
が
る
空
間
的
排
除
の
前
提

が
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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は
一
部
私
意
に
よ
り
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
以
下
同
様
。

（
（（
）　

中
田
祝
夫
編
『
抄
物
体
系
別
巻　

玉
塵
抄
』
八
、
一
六
四
～
一
六
五
頁
、
勉
誠
社
、
一
九
七
一
。

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
慶
長
二
年
写
本
も
参
照
。

（
（（
）　

佐
竹
昭
広
編
『
和
泉
往
来　

高
野
山
西
南
院
蔵
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
一
を
も
と
に
私
に
読

み
下
し
た
。

（
（（
）　

本
間
洋
一
注
釈
『
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
』
一
、
新
典
社
、
一
九
九
二
に
よ
る
。

（
（（
）　

註
（（）
前
掲
拙
著
、
三
二
五
～
三
二
六
頁
。

（
（（
）　
『
更
級
日
記
』、『
散
木
奇
歌
集
』
八
二
一
な
ど
。

（
（7
）　
『
大
和
物
語
』
一
四
五
「
浜
千
鳥
」・
一
四
六
「
鳥
飼
院
」、『
類
聚
歌
合
巻
』
長
元
八
年
五
月

二
四
日
条
、『
殿
暦
』
永
久
三
年
九
月
九
日
条
、『
吾
妻
鏡
』
貞
応
二
年
五
月
五
日
条
な
ど
。

（
（8
）　

註
（（）
前
掲
拙
著
、
三
一
四
～
三
一
六
頁
。

（
（（
）　

註
（（）
前
掲
拙
著
、
三
二
六
～
三
二
七
頁
。

（
（0
）　

註
（（）
参
照
。

（
（（
）　

仁
木
宏
が
遊
女
を
都
市
の
記
号
と
す
る
の
は
そ
の
意
味
で
正
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の
表
現
自

体
に
歴
史
性
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
仁
木
宏
「
図
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
中
の

中
世
都
市
」（
同
編
『
日
本
古
代
・
中
世
都
市
論
』
二
七
七
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
）。

（
（（
）　

註
（（）
前
掲
拙
著
、
三
四
六
～
三
五
〇
頁
。

（
（（
）　

宮
尾
與
男
全
訳
注
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
六
。

（
（（
）　

市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
。

（
（（
）　

村
井
章
介
校
注
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
。

（
（（
）　

田
中
健
夫
訳
注
『
海
東
諸
国
紀
︱
朝
鮮
人
の
見
た
中
世
の
日
本
と
琉
球
』
岩
波
文
庫
、

一
九
九
一
。

（
（7
）　

科
研
費
報
告
書
『
興
福
寺
旧
蔵
文
書
に
よ
る
古
文
書
と
古
記
録
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
史

料
学
的
研
究
』（
研
究
代
表
者
＝
安
田
次
郎
、
二
〇
〇
八
）
所
収
。
年
次
比
定
は
永
島
福
太
郎

『
中
世
畿
内
に
お
け
る
都
市
の
発
達
』
二
一
二
頁
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
に
よ
る
。

（
（8
）　

中
村
研
編
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
三
七
二
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一
。
お
よ
び
笠

松
宏
至
ほ
か
校
注
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
下
、「
掟
書
」
四
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
。

（
（（
）　

博
奕
に
関
し
て
は
、
隣
家
に
ま
で
罪
を
及
ぼ
す
と
し
た
弘
長
三
年
八
月
一
三
日
宣
旨
（
公
家

新
制
）
や
『
結
城
氏
新
法
度
』
第
一
条
な
ど
が
類
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（0
）　

石
井
進
ほ
か
校
注
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
。

（
（（
）　

表
章
ほ
か
校
注
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
。

（
（（
）　

註
（（（）

前
掲
書
。

（
（（
）　

東
寺
百
合
文
書
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
よ
る
。
な
お
、
本
文
書
は
『
廿
一
口
方
評
定
引
付
』
永
享
九
年
四

月
二
一
日
条
（『
東
寺
百
合
文
書
』
ち
函
一
一
）
に
も
案
文
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
字

句
に
省
略
や
異
同
が
あ
る
た
め
、
本
文
で
は
正
文
を
掲
示
し
た
。

（
（（
）　

増
川
宏
一『
賭
博
Ⅲ
』（
法
政
大
学
出
版
局
、一
九
八
三
）、
同『
日
本
遊
戯
思
想
史
』（
平
凡
社
、

（
（
）　

拙
著
『
中
世
の
〈
遊
女
〉』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
七
）、
お
よ
び
拙
稿
「
遊
女

の
信
心
」（『
ア
ン
ジ
ャ
リ
』
三
六
、
二
〇
一
八
）。

（
（
）　

図
版
引
用
は
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
本
（
請
求
番
号
ヨ
一
︱
一
五
六
）
に
よ
る
。
な
お
、

画
中
詞
の
引
用
は
岩
崎
佳
枝
ほ
か
校
注
『
七
十
一
番
職
人
歌
合　

新
撰
狂
歌
集　

古
今
夷
曲

集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
、
お
よ
び
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
前
田
育
徳
会
尊
経
閣

文
庫
所
蔵　

七
十
一
番
職
人
歌
合
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
を
参
照
し
た
。
画
中
詞
の
解
釈

に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
し
た
。
後
藤
紀
彦
「
辻
君
と
辻
子
君
」（『
文
学
』
五
二
︱

三
、一
九
八
四
）、
同
「
辻
子
君
と
千
秋
万
歳
の
歌
」（『
月
刊
百
科
』
二
六
一
、
一
九
八
四
）、

同
「
立
君
・
辻
子
君
」（『
週
刊
朝
日
百
科
三　

日
本
の
歴
史　

中
世
Ⅰ
︱
③　

遊
女
・
傀

儡
・
白
拍
子
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
）、
岩
崎
佳
枝
『
職
人
歌
合
』（
一
九
三
～
一
九
七

頁
、
平
凡
社
、
一
九
八
七
）、
村
岡
幹
生
「
中
世
遊
女
と
の
対
話
の
一
齣
」（『
年
報
中
世
史

研
究
』
二
一
、
一
九
九
六
）、
大
山
喬
平
「
非
人
・
遊
女
そ
し
て
京
女
」（『
歴
史
の
広
場
』

一
四
、
二
〇
一
一
）。

（
（
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
w 

e 

b
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
よ
る
。

（
（
）　

京
都
文
化
博
物
館
特
別
展
図
録
『
京
を
描
く
』
二
一
頁
、
二
〇
一
五
に
よ
る
。

（
（
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
w 

e 

b
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
よ
る
。
景
観
年
代
に
つ
い
て
は
上
野
友
愛

「「
東
山
名
所
図
屏
風
」
に
つ
い
て
」（『
国
華
』
一
一
二
︱
二
、
二
〇
〇
六
）。

（
（
）　

大
高
康
正
「
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
考
」（『
参
詣
曼
荼
羅
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二

（
初
出
二
〇
〇
七
））
所
掲
の
図
版
を
参
照
。

（
7
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
w 

e 

b
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
よ
る
。

（
8
）　

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の
付
合
集
『
俳
諧
類
船
集
』
巻
四
「
暖
簾
」
は
、
付
合
語
と
し
て

「
傾
城
」
を
挙
げ
、「
門
口
に
か
た
皃
の
ほ
の
し
ろ
く
見
ゆ
る
は
ゆ
か
し
」
と
注
す
る
。
暖
簾

か
ら
顔
の
半
面
を
出
し
て
見
せ
る
遊
女
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
七
世
紀
頃
ま
で
継
続
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
本
に
よ
る
。

（
（
）　

一
休
宗
純
は
こ
う
し
た
姿
を
奪
衣
婆
に
た
と
え
て
い
る
。
芳
澤
元
「
一
休
宗
純
と
三
途
河
御

阿
姑
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
八
、
二
〇
一
八
）。

（
（0
）　

高
橋
喜
一
・
源
義
春
「
蓮
如
上
人
子
守
歌
に
つ
い
て
」（『
芸
能
史
研
究
』
五
九
、
一
九
七
七
）、

後
藤
紀
彦
「「
蓮
如
上
人
子
守
歌
」
の
世
界
」（
註

（（）
前
掲
『
遊
女
・
傀
儡
・
白
拍
子
』）、
註

（（）
前
掲
後
藤
論
文
「
辻
子
君
と
千
秋
万
歳
の
歌
」、
註

（（）
前
掲
大
山
論
文
、
服
藤
早
苗
『
古

代
・
中
世
の
芸
能
と
買
売
春
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
。

（
（（
）　

原
文
は
多
く
が
片
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
読
解
の
便
宜
上
、
註

（（0）
前
掲
後
藤

論
文
「「
蓮
如
上
人
子
守
歌
」
の
世
界
」
を
参
考
に
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
上
で
引
用
す
る
。
振

り
仮
名
は
原
本
の
仮
名
を
示
し
、
丸
括
弧
は
意
味
注
を
示
す
。
な
お
、
史
料
引
用
に
際
し
て

註
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二
〇
一
四
）、
網
野
善
彦
「
博
奕
」（『
網
野
善
彦
著
作
集
』
一
一
、
二
〇
〇
八
（
初
出
一
九
八
三
））。

（
（（
）　

延
応
元
年
四
月
一
三
日
付
「
関
東
御
教
書
」（『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
追
加
法
一
〇
〇

条
、『
鎌
倉
遺
文
』
五
四
一
三
）。

（
（（
）　

文
永
八
年
六
月
一
七
日
付
「
紀
伊
神
野
真
国
猿
川
荘
々
官
等
起
請
文
」（『
高
野
山
文
書
宝
簡

集
』
三
八
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
〇
八
三
九
）。

（
（7
）　

元
亨
四
年
五
月
一
一
日
付
「
東
大
寺
寺
僧
連
署
起
請
文
」（
百
巻
本
『
東
大
寺
文
書
』
六
八
、

『
鎌
倉
遺
文
』
二
八
七
四
五
）。

（
（8
）　
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
追
加
法
三
九
四
条
、『
鎌
倉
遺
文
』
八
六
二
八
。

（
（（
）　

正
応
三
年
四
月
日
付
「
多
米
季
永
陳
状
案
」（『
筑
後
鷹
尾
文
書
』
二
五
、『
鎌
倉
遺
文
』

一
七
三
〇
八
）。

（
（0
）　
『
日
本
関
係
海
外
史
料　

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
書
翰
集
』
訳
文
編
之
一
（
上
）、
一
八
九
頁
。

（
（（
）　

嘉
禄
二
年
正
月
二
六
日
付
「
関
東
下
知
状
」（『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
追
加

法
一
六
条
、『
鎌
倉
遺
文
』
三
四
五
五
）。

（
（（
）　

正
応
六
年
七
月
一
七
日
付
「
沙
弥
某
置
文
」（『
肥
後
願
成
寺
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』

一
八
二
五
八
）。

（
（（
）　
『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
一
二
月
一
七
日
条
。

（
（（
）　

註
（（0）

前
掲
書
所
収
。

（
（（
）　

弘
長
三
年
八
月
一
三
日
宣
旨
（『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
二
七
〇
条
、『
鎌
倉
遺

文
』
八
九
七
七
）。

（
（（
）　
『
吾
妻
鏡
』
暦
仁
元
年
一
〇
月
一
二
日
条
。

（
（7
）　

弘
安
八
年
三
月
二
二
日
付
「
落
書
起
請
文
」（『
春
日
大
社
文
書
』
六
四
七
、『
鎌
倉
遺
文
』

一
五
四
八
六
）。

（
（8
）　

弘
安
八
年
三
月
二
三
日
付
「
某
起
請
文
落
書
」（『
大
和
辰
市
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』

一
五
四
八
八
）。

（
（（
）　

正
応
四
年
九
月
一
八
日
付
「
長
国
清
起
請
文
」（『
高
野
山
文
書
又
続
宝
簡
集
』
一
一
〇
、『
鎌

倉
遺
文
』
一
七
六
八
一
）。
高
野
山
文
書
に
は
ほ
か
に
多
数
同
様
の
文
言
が
見
え
る
。

（
（0
）
永
仁
三
年
四
月
二
二
日
付
「
伏
見
天
皇
綸
旨
」（『
石
清
水
文
書
』、『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

六
巻
公
家
法
四
六
五
条
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
八
八
一
一
）。

（
（（
）　
（
乾
元
二
年
）「
関
東
評
定
事
書
」（『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
追
加
法
七
〇
九

条
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
五
五
三
）。

（
（（
）　

清
水
克
行
「
習
俗
雑
考
」
の
う
ち
「｢

儺
房
」
考
」（
室
町
社
会
史
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一

（
初
出
二
〇
一
一
））。

（
（（
）　

照
井
貴
史
「
四
一
半
の
隆
盛
と
中
世
社
会
」（『
日
本
歴
史
』
六
六
〇
、
二
〇
〇
三
）、
同
「
中

世
後
期
の
博
奕
と
博
奕
宿
」（『
六
軒
丁
中
世
史
研
究
』
九
、
二
〇
〇
三
）、
同
「
中
世
奈
良
博

奕
検
断
考
」（『
歴
史
』
一
〇
二
、
二
〇
〇
四
）、
同
「
中
世
後
期
博
奕
検
断
小
考
」（『
ア
ジ
ア

文
化
史
研
究
』
九
、
二
〇
〇
九
）。

（
（（
）　
『
塵
芥
集
』
第
一
五
五
条
、『
六
角
氏
式
目
』
第
四
四
条
。

（
（（
）　

中
世
後
期
の
奈
良
で
は
、
寺
社
勢
力
に
よ
る
遊
女
屋
へ
の
破
却
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
照
井
註

（（（）
前
掲
諸
論
文
が
示
す
よ
う
な
博
奕
検
断
事
例
と
も
関

連
付
け
て
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）　

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
六
一
『
古
記
録
集
』
釈
文
三
三
頁
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
。

（
（7
）　

請
求
記
号
、
一
四
二
︱
一
一
八
七
。

（
（8
）　
『
東
大
寺
文
書
』
四
ノ
六
九
、『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
三
六
一
。

（
（（
）　
『
史
料
纂
集　

師
守
記
』
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
九
に
よ
る
。

（
（0
）　

法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
纂
所
編
『
法
隆
寺
史
料
集
成
』
五
、
ワ
コ
ー
美
術
出
版
、
一
九
八
四

に
よ
る
。

（
（（
）　
『
源
三
位
頼
政
集
』
六
五
三
～
六
五
六
、『
藤
原
実
重
作
善
日
記
』
暦
仁
二
年
正
月
八
日
条
。

註
（（）
前
掲
拙
著
、
一
九
一
～
一
九
二
頁
参
照
。

（
（（
）　
『
大
日
本
古
記
録　

建
内
記
』
三
、
岩
波
書
店
。
一
九
六
八
に
よ
る
。

（
（（
）　

澤
田
和
人
「
十
徳
の
変
遷
」（『
美
術
史
』
一
四
七
、
一
九
九
九
）。

（
（（
）　

後
藤
註

（（）
前
掲
「
辻
子
君
と
千
秋
万
歳
の
歌
」。

（
（（
）　

奈
良
市
立
史
料
保
存
館
寄
託
。
幡
鎌
一
弘
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
（（
）　

永
島
福
太
郎
「
奈
良
木
辻
遊
廓
の
起
源
」（『
月
間
部
落
』
六
二
、
一
九
五
五
）、
井
岡

康
時
「
奈
良
町
木
辻
遊
廓
史
試
論
」（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀

要
』
一
六
、
二
〇
一
一
）。

（
（7
）　

荒
木
繁
ほ
か
編
注
『
東
洋
文
庫
四
二
六　

幸
若
舞
三
』
一
三
七
頁
、
平
凡
社
、
一
九
八
三
。

（
（8
）　

註
（（7）

前
掲
書
、
三
頁
。

（
（（
）　

永
池
健
二
「
酒
盛
考
」（『
逸
脱
の
唱
声　

歌
謡
の
精
神
史
』
梟
社
、
二
〇
一
一
（
初
出

一
九
九
七
））。

（
70
）　

最
近
、
村
和
明
は
一
七
世
紀
後
半
の
三
井
家
店
則
（「
諸
法
度
集
」）
に
「
商
仕
方

江
取
入
申

た
め
に
博
奕
・
傾
城
狂
、
す
こ
し
之
義
ニ
て
も
仕
間
敷
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
末
年

の
段
階
で
は
、
傾
城
狂
や
博
打
を
商
売
の
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
み
る
考
え
方
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
実
際
に
顕
著
な
業
績
を
あ
げ
る
手
代
が
出
現
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
村
和
明
「
商
人
と
博
打
・
遊
芸
・
男
伊
達
」（
木
村
直
樹
・
牧
原
成
征
編

『
十
七
世
紀
日
本
の
秩
序
形
成
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
）。
博
奕
と
遊
女
の
禁
制
が
一
七

世
紀
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
興
味
深
い
。
ま
た
傾
城
狂
が
取
引
相
手
に
取
り

入
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
遊
女
屋
に
お
け
る
酒
盛
の
懇
親
機
能
が
一
七
世
紀
に

お
い
て
も
な
お
有
効
に
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
遊
女
屋
の
社
交
的
機
能
に
つ
い
て

は
、
髙
木
ま
ど
か
「
吉
原
遊
廓
に
お
け
る
客
と
客
」（『
近
世
の
遊
廓
と
客
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
一
（
初
出
二
〇
一
六
））
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
中
世
期
に
お
い
て
も
さ
ら
に
追
究
さ

れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
7（
）　
『
長
秋
記
』
元
永
二
年
九
月
三
日
条
、『
藤
の
衣
物
語
絵
巻
』
第
一
段
詞
書
な
ど
で
は
、
解
散
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後
、
そ
れ
ぞ
れ
に
遊
女
が
つ
い
て
同
衾
し
て
い
る
。

（
7（
）　

髙
木
註

（70）
前
掲
論
文
で
は
、
一
七
～
一
八
世
紀
前
半
の
吉
原
に
お
い
て
は
、
客
同
士
で
目
当

て
の
遊
女
を
決
め
て
お
く
べ
き
と
す
る
心
得
や
、
遊
女
の
馴
染
み
客
と
親
し
い
客
に
そ
の
遊

女
を
売
ら
な
い
よ
う
に
す
る
「
さ
し
合
」
と
い
う
決
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
客
同
士
の
人
間
関
係
を
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
仕
組
み
が
、
中

世
期
に
は
未
熟
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
よ
う
。

（
7（
）　

脇
田
晴
子
「
町
に
お
け
る
『
女
の
一
生
』」（『
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
』
二
二
八
頁
、
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
（
初
出
一
九
九
〇
））。

（
7（
）　

横
田
冬
彦
「「
女
大
学
」
再
考
」（
脇
田
晴
子
・
Ｓ
・
Ｂ
・
ハ
ン
レ
ー
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
日

本
史
』
下
、
三
八
三
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
）。

（
7（
）　
『
多
聞
院
日
記
』
天
正
一
六
年
一
二
月
一
五
日
条
。

（
7（
）　

曽
根
ひ
ろ
み
『
娼
婦
と
近
世
社
会
』
一
八
六
～
一
九
一
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
。
近

世
遊
廓
に
お
け
る
客
の
取
り
締
ま
り
に
関
し
て
は
髙
木
ま
ど
か
「
吉
原
遊
廓
に
お
け
る
客
の

取
締
り
」（
髙
木
註

（70）
前
掲
書
、
初
出
二
〇
一
八
）
も
参
照
。

（
77
）　

川
邊
あ
さ
ひ
「
長
府
藩
の
遊
女
町
と
そ
の
周
辺
」（『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
取
り
組
む
学
生
へ

の
研
究
助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
平
成
二
九
年
度
研
究
成
果
報
告
書
』
九
州
大
学
男
女
共
同
参
画
推

進
室
、
二
〇
一
八
年
）。

※
本
研
究
はJSPS

科
研
費JP（（K

008（（

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

（
川
村
学
園
女
子
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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Social Conceptions about Brothels in the Late Middle Ages

TSUJI Hirokazu

The task of this paper is to clarify what kind of place the prostitutes' halls, which became their 

main place of activity after the late Kamakura period when prostitution came to the fore, were 

perceived to be by society. For this purpose, this paper analyzes the image of brothels from two points 

of view: the way they are depicted in historical paintings, and their closeness to gambling.

First of all, from the analysis of historical paintings, it seems that people at that time had an 

image of a brothel based on the scenes of prostitutes standing at the entrance and negotiating with 

customers. Such negotiations at the entrance indicate that prostitutes are “commodities” that can 

be immediately evaluated based on their appearance and age. This was a phenomenon based on the 

historical nature of prostitution since the late Kamakura period, when prostitutes began to make it 

their basic occupation.

Secondly, the brothel became excluded from the community in the 16th century.At that time, it 

was eliminated along with gambling and gambling lodges, which raised the issue of public safety 

concerns. In the brothel, there were often fights over prostitutes. Such quarrels among parishioners 

often lingered even after they left the brothel because they were related to a sense of honor, and were 

a problem for human relations within the community. This is probably due to the fact that since the 

late Kamakura period, the relationship with prostitutes has changed to one of sex trade.

Thus, the image of the brothel in the late Kamakura period onward has been formed based on 

the transformation of the prostitute. In addition, the brothel has come to be imagined with spatial 

substance, as an urban place or a dangerous place. This is probably a change resulting from the 

fact that the activities of prostitutes now take place in a specific space, the brothel. The image of the 

brothel as a space led to its exclusion from the urban space and the formation of yukaku （red light 

district）.

Key words : Brothels, pictorial material, gambling, quarrel, yukaku （a red-light district） 



図1　『七十一番職人歌合』31番「つし君」，国文学研究資料館所蔵

図２　歴博甲本『洛中洛外図屏風』右隻第１扇，
国立歴史民俗博物館所蔵

図３　歴博甲本『洛中洛外図屏風』左隻第３扇，
国立歴史民俗博物館所蔵



図５　『東山名所図屏風』第6扇，
国立歴史民俗博物館所蔵

図６　上杉本『洛中洛外図屏風』左隻第４・５扇，米沢市（上杉博物館）所蔵

図７　上杉本『洛中洛外図屏風』左隻第６扇，米沢市（上杉博物館）所蔵

図４　『東山名所図屏風』第6扇，
国立歴史民俗博物館所蔵



図８　歴博乙本『洛中洛外図屏風』右隻第3扇，国立歴史民俗博物館所蔵

図９　『七十一番職人歌合』31番「たち君」，国文学研究資料館所蔵




